
 
 
 
 
 

「 名 張 市 男 女 共 同 参 画 実 施 計 画 」 平 成 １ ９ 年 度 実 施 状 況  

「 名 張 市 男 女 共 同 参 画 推 進 審 議 会 」 意 見 書  

 

 

 

 

 

 

 



「名張市男女共同参画実施計画」実施状況にかかる「名張市男女共同参画推進審議会」からの意見 
施策の 
基本目標 

 
重  点  課  題 

 

 
意       見   

① 社会における制度・慣行の見直し
と意識づくり 

 
② あらゆる教育の機会における 

男女共同参画への理解 
 

基本目標Ⅰ  
 
男女共同参画

意識の確立 

③ 国際的視野での協調 
 

・市の開催する講演会や研修の情報、条例のパンフレットを郵便局や学

校、各公民館などにおいているのは評価する。 
・「男女共同参画」ということばがまだ一般市民に浸透されていない。広

報などで啓発するには文字ばかりでは市民は興味がなければ読まない。周

知するための工夫が必要である。一人ひとりにつなげる取り組みが必要で

ある。 

④ 政策等の立案及び決定への男女 
共同参画の推進 

 

⑤ 家庭・地域における男女共同参画
の推進 

 
 

基本目標Ⅱ  
 
あらゆる分野

への男女共同

参画の推進 

⑥ 働く場における男女共同参画の 
推進 

・「家族経営協定」の名張市版を打ち出し、農家だけではなく商家も取り

入れた自営業を対象に作成し農業従事者等の「家族経営協定」を増やす形

を考えてみてはどうか。 
・企業、事業所の取り組みが求められてくるなかで、全体的に企業への取

り組み方を形式的な啓発ではなく専門的な知識をもつ担当者が制度や活用

することのメリットを説明し啓発としていかなければ事業所の充実した取

り組みには繋がらない。 
入札時の評価制度を進めることも必要ではないか。 



⑦ 次世代の育成 
 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅲ 
 
家庭生活と社

会活動の両立 

⑧ 男女共同参画を進める環境の整備 
 

・三重県では「男女がいきいきと働いている企業」で知事表彰制度を設け

ている。名張市も市長表彰制度を設置すれば事業所の励みにもなると思

う。また、事業所への働きがけが弱い。男女が働きやすい企業へと働き方

の見直しなど、男女共同参画施策を取ったときの企業へのメリットを熟知

している職員の配置をし企業への提案をしていかなければ難しい。男女の

働き方の見直し「ワーク・ライフ・バランス」は国の施策であり、そのこ

とのメリットを押し出していくことが必要である。 
・保育所待機児童の解消のところは市民の関心が高いところなのでしっか

り進めていくように。 

⑨ 男女の人権の尊重 
 
⑩ ＤＶ・セクハラ等あらゆる暴力の

根絶 
⑪ 男女の生涯にわたる健康の確保 

 
基本目標 Ⅳ 
 
男女の人権が

尊重される環

境づくり 
⑫ 男女共同参画の視点でのメディア

における人権の尊重 

・人権の分野で施策を進める必要がある。近年ＤＶが急増、またデートＤ

Ｖも増加の傾向にあり注目もされていることからも啓発にとどまらず、ど

んな取り組みをしていくのか予防が大切である。実施計画のなかでデート

ＤＶも組み込む必要があるのではないか。 
また性的マイノリティーについても取り組みを進める必要がある。 
 

 
 
Ⅴ  計   画  の  推  進 
 
 

具体的施策１４８項目を実行していくことは大変であるが高齢化社会では

ますます重要性が求められてくるだろう。 
市が率先し事業に取り組む姿勢を見せるべきである。市民や事業所への啓

発も必要なことだがそれぞれのトップへの認識を得ることが必要である。



 

 

 

 

 

意 見 に 対 す る 市 の 考 え 方  

 

 

 

 

 

 



意 見 に 対 す る 市 の 考 え 方  

・ 「男女共同参画」を周知するため広報やパンフレットなどを活用するにあたり、分かりやすく親しみやすい内容の充実な

ど、身近なことと感じてもらえるよう創意工夫していきます。 

・ 企業や事業所へ「ワーク・ライフ・バランス」制度の導入など専門的な知識情報を提供していけるよう、職員自らの資質

向上に努めていくとともに、国・県など関係機関と連携しながら各企業の体質に合わせた効果的な働きかけを推し進めて

いきます。 

・ 性的マイノリティーの人権やＤＶ、デートＤＶなどあらゆる暴力に対しての予防として学校教育や社会教育の場における

人権教育の充実や、相談体制の充実にも努めていきます。 

・ 職員の意識のさらなる向上に努めるとともに、市が率先して制度の活用や各分野における事業に取り組むための推進体制

を充実させていきます。 

・ 女性の登用状況がない審議会については、解消に向けて取り組んでいきます。 

・ 保育所の待機児童については、毎年の検討課題となっていますが、既存施設での対応は限界となっています。このため、

平成２２年４月に開設を予定している民間保育所の誘致や、現在、国で見直しを行っている「認定子ども園」の運用等に

より対応を考えています。 

・ 入札時の評価制度の導入については、「総合評価落札方式」を導入している自治体も多くなってきている中で、技術提案

の項目において企業要件の１つとして男女共同参画活動実績を評価項目として挙げる自治体もあります。 

市では「総合評価落札方式」について導入の検討に向けた課題整理に取り組んでいきます。 

 

 



                        
名張市男女共同参画推進審議会委員 名簿 

 
                    

選 出 基 準 № 氏    名 性別 役     職     名     等 

1 今
いま

 西
にし

 真
しん

 一
いち

 男 公募委員 

2 高
たか

 木
ぎ

 裕美子
ゆ み こ

 女 公募委員 市   民 

3 森
もり

 本
もと

 みさ子
こ

 女 公募委員 

事 業 者 4 越
お

 智
ち

   守
まもる

 男 新神戸電機（株）名張事業所 業務管理部長 

5 常
つね

 俊
とし

 朋
とも

 子
こ

 女 公募委員 
（NPO法人こどもの安全を守る会コアラ会長）

6 坪
つぼ

 田
た

 公
ひろ

 兒
こ

 女 名張男女共同参画推進ネットワーク会議 会長 
市民活動団体 
等関係者 

7 林 田
はやし  だ

 成
  せい

 吾
 ご

 男 名張市区長会 区長幹事 

教育に携わる者 8 亀 井
か め  い

 敬 一
 け い  い ち

 男 名張市小中学校校長会 会長 

9 田 尻
た  じ り

 由希子
 ゆ き こ

 女 弁護士 

10 関
せき

 根
ね

   薫
かおる

（副会長） 男 皇學館大学 社会福祉学部 准教授 学識経験者 

11 藤
ふじ

 本
もと

 和
かず

 子
こ

 女 名賀医師会 （産婦人科医） 

12 東
ひがし

 尾
お

   貢
みつぐ

 男 名張市民生児童委員協議会連合会 会長 

13 渕
ふち

 矢
や

 美
み

壽代
す よ

 女 名張市農業委員会委員 

14 植
うえ

 野
の

 あさ子
こ

 女 三重県チャレンジサポーター 
市長が認める者 

15 細
ほそ

 見
み

 三
み

英子
え こ

（会 長） 女 ジャーナリスト 
                                       平成２０年  ５月１１日 現 在 
 

 （ 平成２０年１１月 １日 一部変更 ） 



 
 
 
 

名 張 市 男 女 共 同 参 画 事 業 実 施 計 画 

 

 

平 成 １ ９ 年 度 （ ２ ０ ０ ７ 年 度） 実 施 状 況 に つ い て 

 

 
 

 

 

 

 

平 成 ２ ０ 年 （ ２ ０ ０ ８ 年 ）   月  

 

 

 

名  張  市  

 



 

は じ め に  

 

本市では、２００６年（平成１８年）４月名張市男女共同参画推進条例を施行し、条例の理念に基づき、男女共同参画を

計画的かつ効果的に推進するため、現状と課題を踏まえた施策の概要を明らかにした「名張市男女共同参画基本計画」を２０

０７年（平成１９年）３月に策定し、さらに「基本計画」に掲げた施策を行政の取り組みに具体的に反映させ、その実態を計

画的に推進し評価する「実施計画書」を策定しました。 

 

この「実施計画書」は、「基本計画」に基づき担当室が実施した具体的な事業を記述、自己評価により、その成果と課題

について検討を加えながら、名張市総合計画『理想郷プラン』を始めとして、市が取り組む各個別計画との整合性と連携を図

りながら、適切な見直しを行い地域の特性を活かした新規事業の展開など内容の改善を図ります。 

 

本書は、平成１９年度（２００７年度）中において、各室で取り組んだ「計画に掲げる具体的施策の実施状況」について、

全庁的にまとめたものです。 

 

今後とも積極的に市民や事業者の皆様と連携を図りながら、同計画を着実に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

平成２０年  月 

 

名 張 市 



 

 

 

「名張市男女共同参画実施計画」実施状況調査の概要 

 

 

「男女共同参画計画」に位置付けられた事業の平成１９年度の実施状況について、担当室に評価調書への記入を依頼、 

 

提出された評価調書を集計したものです。 

 

 

☆ 調査時期 
 

  平成２０年（２００８年）5月 ～ 

 

 

☆ 調査内容 
 

  男女共同参画事業実施計画に位置付けられた事業の平成 19 年度実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名 張 市 に お け る 男 女 共 同 参 画 推 進 の 状 況  

 
 
（１） 男女共同参画社会・市民意識調査（名張市総合計画「理想郷プラン」にかかる市民意識調査結果より） 

□ 男は仕事、女は家庭といった男女の固定的な役割分担に同感しない市民の割合 
平成２１年度目標値 平成１９年度 平成１８年度 平成１７年度 

７５％ ７３．５％ ７４．０％ ７２．０％ 

 
（２） 審議会等への女性の登用率 

 平成２１年度目標値 平成１９年度 平成１８年度 

４０％     ２６．１％ ２６．２％ 

 
（３） 名張市における女性管理職の在職状況      

平成２１年度目標値 平成２０年度 平成１９年度 平成１８年度 

（全 体）３５．０％ ３０．０％ ２８．０％ ３１．０％ 

（一般職）２０．０％ ２０．０％ １８．０％ １５．０％ 

 
（４） 名張市市議会議員の状況 

議 員 数 うち女性議員数 女 性 比 率 

２０人 ５人 ２５％ 

 
（５） 女性相談室に寄せられた相談件数 

 平成１９年 平成１８年 平成１７年 平成１６年 

相談件数 ５２２件 ５０８件 ２５７件 １３４件 

うちＤＶ相談 ２５０件（４３％） ２１５件（４２％） １０１件（３９件） ２７件（２０％） 

 



「 名 張 市 男 女 共 同 参 画 実 施 計 画 」 実 施 状 況 の 概 要  

実施状況の評価  

施 策 の 基 本 目 標 a  b  c  d  

 

実  施  状  況  の  概  要  

 

 

基本目標 

Ⅰ 

 

 

男女共同参画意識の確立 

 

  

 ７ 

 

 

１８ 

 

 

 

 ６ 

 

  

 ０ 

市広報や講演会などの機会を促えて意識啓発に取り組んでい

る。また事業所や１４の「地域づくり委員会」に出向き情報の提

供や研修事業への取り組みを促したが開催には繋がらなかった。

引き続き意識啓発に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

基本目標 

Ⅱ 

 

 

 

 

あらゆる分野への男女共同 

参画の推進 

 

 

 

  

１１ 

 

 

  

 

 

１３ 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 

 ４ 

各種条例、計画、政策など方針決定への女性職員の参画につい

ては一定の枠までは県内においても進んでいるが、方針決定の場

においてはいないのが現状である。一方地域においてはでは女性

の活躍が進んでいるが、審議会等への女性委員の登用には結びつ

いていない状況である。今後、男女共同参画や市政にかかわる女

性の人材育成や事業者における方針決定過程への女性の参加を働

きかけることが必要であるとともに、女性の比率が少ない審議会

にあっては、その根拠となる要綱等があて職になっていることが

多いことから要綱の見直し等の検討が必要である。 

 

 

 

 

 

基本目標 

Ⅲ 

 

 

 

 

家庭生活と社会活動の両立

支援 

 

 

  

 

 ６

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 １

 

 

 

 

 ２

両立を支える子育てサービスの拡充や介護サービスの推進につ

いては各種サービスが展開され、子育てサービスでは「なかよし

広場」や「子育て支援センターつくし」などの利用者の増、介護

では制度の利用が浸透してきているなど充実が図られ、家族の負

担も軽減されてきているが、施設利用については待機者の解消の

ための整備も課題となっている。また、年々重要度が増している

「ワーク・ライフ・バランス」の推進については、思い切った働

き方の社会の見直しが必要であり、事業所や地域への働きがけが

重要である。加えて男性が育児、介護や地域に係わるには研修な

どの啓発事業への取り組みが必要である。 



実施状況の評価  

施 策 の 基 本 目 標 a  b  c  D 

 

実  施  状  況  の  概  要  

 

 

 

基本目標 

Ⅳ 

 

 

 

男女の人権が尊重される 

環境づくり 

 

 

 

 ９ 

 

 

 

１３ 

 

 

 

 ９ 

 

 

 

 １ 

各学校が性教育等について年間計画に基づき改善に努めている

が、性教育については多様な考え方もある中で保護者に意見を求

めていく必要がある。近年、ＴＶ・携帯電話などこれらとのメデ

ィアの関係性は大きく、メディア・リテラシーの必要性からも積

極的にあらゆる機会をとらえメディア・リテラシーの情報提供や

教育の推進をさらに進める必要がある。 

 

 

 

 

Ⅴ 計画の推進 

 

 

  

２ 

 

 

 

 ７ 

 

 

 

 ５ 

 

 

 

 ０ 

全庁的に男女共同参画推進に取り組むための、市の推進体制の

確立を図らなければならない。手引書等により職員の意識啓発を

促すとともに事業の推進を図るため、本年度より、男女共同参画

推進条例に基づき実施計画を取りまとめ評価を経て、市民への公

表をすることにより計画の実効性を高めるための努力を続けてい

く。 

 

 

 

（ａ）取り組みができた（ｂ）ある程度取り組みができた（ｃ）取り組みが不十分だった（ｄ）取り組みができなかった 



72％
（Ｈ18．4）

75%

―
― 30回　（3年間）

70人(年間）
（Ｈ17年度）

300人（3年間）

37回
（Ｈ17年度）

50回

○市の広報等による啓発

　　　　　「燦燦と」等　　　　　　　　年17回

　　　　　募集・行事等の案内　　　　　年 7回

○地域への啓発 ｂ

○男女共同参画推進フォーラムを開催しました。　　　　　　

　　　講師　樋口　恵子　場所　アスピア

　　　参加人数　　約２５０名

　　　テーマ・・・料理教室・男性の家事育児参加

　　　参加人数　　４０名

・男女共同参画週間や男女共同参画につい
て考える日を活用して、男女共同参画につ
いて考えるきっかけづくりとなるような街
頭啓発や懸垂幕、卓上のぼりを設置するな
ど啓発に努めます。

２
家庭・地域社会
における慣行等
の見直し

・地域づくり協議会に向けた出前トークを
実施します。（７地区）１

意識啓発の推進

１
市広報等による
啓発

２
市民や市民活動
団体等との協働
による啓発

４
地域の慣行等の
見直し

３
男女共同参画に
ついて考える日
を活用した啓発

男女共同参画室

「男は仕事」「女は家事・育児」といった男女の固定的な役割分担に同意
しない市民意識の割合

男女共同参画都市宣言・条例の認知度

事業所を対象とする研修会の実施

男女共同参画研修に参加した市職員数

男女共同参画講座等学習機会の提供回数（年間）

男女共同参画室

・男女共同参画推進フォーラムを開催しま
す。（年１回）

まちづくり推進室

・出前トークを実施します。
（目標７地区）

・広報なばりにおける啓発記事の連載をし
ます。（毎月１回）

・地域づくり協議会会長や、各地区区長な
どを対象として、男女共同参画をテーマと
した地域トップセミナーを開催し、地域へ
向けた啓発の足掛かりとします。

・研修委託事業の実施など、名張男女共同
参画推進ネットワーク会議と連携を図り事
業を進めます。

広報なばりの男女共同参画コーナー「燦燦と」等で月1回を
基本に啓発記事を掲載しました。

○14の地域づくり協議会（委員会）に出向き、市の「男女共
同参画研修委託事業」を活用しての、男女共同参画にかかる
研修等の開催を依頼しましたが、実施には至りませんでし
た。

地域で男女共同参画を主体的に推進し
てくれる「男女共同参画推進員」の発
足をめざして、人材を育成することが
必要である。その「推進員」とタイ
アップしての地域における男女共同参
画の推進が課題です。

街頭啓発としてティッシュを配布、懸垂幕の提示、パネル展
示を実施するなど啓発を実施しました。

男女共同参画室

事業所の長や各区長、市議会議員など地域の主導的立場にあ
る人を主な対象としたセミナーを開催し、意識啓発に努めま
した。参加者の殆どが男性であり、男性への意識啓発の場と
することができました。

事業を継続することにより、更なる啓
発に努めていきます。

出前講座開催に向けて検討をしました。

啓発による意識付けをアンケート等に
より確認していくことが必要です。

a

ｂ

a

企業や地域のトップへのセミナーとし
て開催しましたが、参加が少なかった
ことを踏まえ参加への働きかけや、セ
ミナーを次の展開に繋げていける取組
みが必要です。

○名張市男女共同参画推進ネットワーク事業の研修委託事業
を開催しました。



・出前トークの実施に向けて検討をしました。

・広報「燦燦と」の中で啓発記事を連載しました。

・出前トークの実施（目標７地区） 　　　　｢燦燦と」等年17回

・広報による啓発 　　　　募集・行事等の案内年7回

・公民館を活用した講座の開催

・企業向けの研修委託事業の周知に努めました。　　　

　　　事業所1社実施　　「セクハラ防止従業員研修」

「燦燦と」の連載による意識の醸成

　　　　　｢燦燦と」等年17回

　　　　　募集・行事等の案内年7回

　　すずらん台市民センター　６回　参加人数１２名

学校教育室　

子育て支援室 ｃ

男女共同参画室

学校教育室
子育て支援室

・広報なばりにおける啓発記事の連載をし
ます。（毎月１回）

・主に家庭科や道徳、特別活動の時間を
使って男女平等の学習を進めます。

・男の自炊教室を開催します。
(１０月～全７回）

・フォーラムや講座の開催時にリーフレッ
トを配布します。

家庭科の単元として男女の役割について考えることは、継続
的に取り組むことができており意識の向上につながっていま
す。

学校教育室
子育て支援室

１１
保護者への啓発
活動

・男女共同参画に関する理解を深めるため
地域トップセミナーを開催し、地域に向け
た啓発の足がかりとします。
(年1回）

・企業向け研修委託事業を実施します。
（11回）

・地域づくり協議会会長や、各地区区長な
どを対象として、男女共同参画をテーマと
した地域トップセミナーを開催し、地域へ
向けた啓発の足掛りとします。

５
学校・幼稚園・
保育所等におけ
る教育の推進

１０
保育・教育関係
者の研修の実施

学校教育室
子育て支援室

５
男女共同参画意
識向上への情報
提供

２
家庭・地域社会
における慣行等
の見直し

３
職場における制
度・慣行等の見
直し

４
固定的役割分担
意識の見直し

商工観光室

男女共同参画室

６
職場における研
修会の実施

７
意識改革への働
きかけ

・学校‐幼稚園‐保育所での担当者設置の
ための要綱を作成します。

・家庭科の単元「家族と協力して生活しよ
う」で保護者と共に男女の役割について考
えたり、保護者会、ＰＴＡ活動、学級懇談
会等で話し合います。

・フォーラムの告知の記事に合わせて、男
女共同参画の特集を組むなど、啓発に努め
ます。

８
家事・育児等に
関する講座

・乳幼児保育や学校教育の担当者に対して
意識改革のための研修会を研修年間計画に
位置付け年１回実施します。

９
男女平等教育の
充実

１２
男女共同参画を推
進する担当者の設
置

男女共同参画室

・商工会議所、労働問題協議会を後援として企業やまちづく
り委員会、区長を対象とした「地域トップセミナー」を開催
しました。　講師　藻谷浩介氏
講演　「人口成熟に向う名張と活性化の秘策」

継続的に地域での開催に繋げていくこ
とが課題です。

・男の自炊教室を開催しました。
（すずらん台市民センター）6回　参加人数12名

・講演会や講座実施に際して男女共同参画に関する情報提供
を行いました。

更なる啓発や情報提供に取り組みま
す。

b

研修事業の周知と利用の促進に向けて
の取組みが課題です。

事業所等の参加をどのように促すのか
が課題です。

ｂ

広報なばり等による更なる啓発や情報
提供をしていきます。

主に家庭科や道徳、特別活動の時間を
使って男女平等の学習を進め、さらに
すべての学校教育にも男女平等の視点
をもって取り組んでいきます。

条例や基本計画のパンフレットを講演会などで配布すること
により、周知を図ることができました。

a

今後も乳幼児保育・学校教育の担当者
を対象に意識改革のための研修会を実
施していく必要があります。

保護者と連携して取り組むないように
ついて、さらに意図的に企画していく
必要があります。

乳幼児保育・学校教育の担当者を対象に「家庭支援」「家族
支援」等の内容で５回の研修会を行いました。その中で男女
共同参画への理解や男女平等の教育の視点を盛り込み、意識
改革を行いました。

ｂ

ｂ

要綱の作成に至りませんでした。

ｂ

設置にあたり環境の整備をどのように
していくのかが課題です。

男性の料理教室への参加により家庭における男性の自立を
テーマとした実践的な講座となりました。

積極的な講座への参加並びに今後の展
開にどのように繋げていけるのかが課
題です。

ａ

・「心のノート」「ハーモニー」「なかま」「にんげん」な
どの教材を使って、家庭科や道徳、特別活動の時間に男女平
等の学習を進めました。



　男女共同参画推進フォーラム２００７（樋口恵子氏）

　男女行動参画地域トップセミナー　　（藻谷浩介氏）

　　テーマ「人口成熟に向う名張と活性化の秘策」

　2/17　　講　師　　藻谷浩介氏　　参加人数６０名

　2/24　料理教室・男性の家事、育児参加

・地域でのミニ講座を開催します。

７
事業所・市民活
動団体等に対す
る学習会の提供

・各事業所-地域づくり委員会、各地区、
各種団体の長を対象とした「男女共同参
画」をテーマとした地域トップセミナーを
開催します。
（Ｈ20.2月実施予定）

・職場における固定的な役割分担や様々な
性差別については、男女共同参画意識の高
揚となる講座等への参加を促進させます。
参加事業所数５社

２０
地域の人材育成

中央公民館

・男女共同参画リーダー養成講座を開催し
ます。(１１月から全５回）

男女共同参画室

８
生涯学習の充実

１８
市民活動団体等
への研修

学校教育室

まちづくり推進室

・ネットワーク会議への研修委託事業を実
施します。

男女共同参画室

参加人数の増加と地域活動へとつなげ
るにはどのようにするのかが課題で
す。

自炊教室の開催により男性の自立をテーマとした、実践的な
講座となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　す
ずらん市民センター　１２名

ｃ

地域の主導的立場、各種団体の長を対象としたセミナーを開
催し啓発に努めました。

男女共同参画意識の高揚となる講座等
へ、積極的な参加を事業所に呼びかけ
ていきます。

・男女共同参画意識の高揚となる講座への参加を促しまし
た。

ｂ

要綱の作成をします。

c

ｂ

ｂ

ａ

男女共同参画室

男女共同参画室

・男女共同参画推進員を設置するための要
綱を作成します。

５
学校・幼稚園・
保育所等におけ
る教育の推進

１６男女共同参
画推進員の設置

･地域組織(地域づくり委員会、区‐自治
会、地域の各種団体）が主催する講演会、
フォーラムのメニューを提示します。

６
家庭・地域社会
における教育学
習の推進

１３
進路指導

１５　地域での
フォーラムの実
施

１９
公民館での男女
共同参画講座

・学校活動、総合的な学習の時間を中心と
したキャリア教育の中で、男女の性にとら
われず、個性に応じた進路選択ができるよ
う、授業を行います。（学級活動・総合的
な学習の時間を中心に、年間３時数）

・進路説明会の折に、保護者に対して男女
共同参画の視点での進路指導のあり方を説
明します。　（年間１回）

１７
講座の開催

１４
出前トークの実
施

・地域づくり協議会や公民館を対象とした
出前トークを実施します。
（７地区）

a
・男の自炊教室（１０月～全７回）を開催
するなど男性を対象とした講座を開催しま
す。

中央公民館

14の地域づくり協議会（委員会）に出向き、市の「男女共同
参画研修委託事業」の活用による研修等の開催を依頼しまし
たが実施には至りませんでした。

キャリア教育の中で、男女の性にとらわれず、個性に応じた
進路選択ができるような授業を、年間３時数程度実施するこ
とができました。

アンケートには前向きな回答が多数寄せられ参加した方のエ
ンパワーメントが達成できました。

進路説明会を２回実施しました。

ネットワーク会議への委託研修事業を実施し、啓発に努めま
した。

地域組織が主催するフォーラムを支援
します。

地域組織が主催する学習会などの企画段階での相談に応じま
した。

要綱の作成にむけて検討しました。

関係機関との協働により参加促進を図
りながら継続的に意識啓発をすると共
に、いかに浸透させていくかが課題で
す。

ｂ

保護者に向けた啓発を、個人懇談や進
路説明会の折に、さらに進めていく必
要があります。

更なる助成制度の活用を促していきま
す。

講座への参加人数の増加やパワーアッ
プ講座の継続性、地域でのミニ講座の
開催等が課題です。

女性のためのパワーアップ塾を開催しました。
参加人数延べ　41名



・非核平和原爆パネル展示をします。

男女共同参画室

２７
ＡＬＴ（外国語
指導助手）の配
置

男女共同参画室

・市内の学校や市民活動団体が行う国際交
流事業を支援します。ホームページの活用
など、情報の収集、発信について検討しま
す。

２６
国際交流の推進

２２
国際的な規範等
の普及・啓発

２１
国際的情報の提
供

２５
国際的人材の育
成と情報の発信

１０
国際交流及び市
内の外国人との
協調

ｂ

世界の多様な文化や価値観に触れる中
で、男女共同参画の推進に向けた取組
を理解する教育について、さらなる取
組を進める必要があります。

ｂ

ａ

ｂ

ｂ

ｂ

９
国際的視野に
立った男女共同
参画の推進

・市内の学校や市民活動団体が行う国際交
流事業を支援します。

・男女共同参画に関する国際的な動向に関
する情報の収集と、情報提供や啓発の実施
に努めます。

２３
国際的視点を
持った市民の育
成

２４
平和教育の推進

・男女共同参画に関する国際的な動向に関
する情報の収集と、情報提供や啓発の実施
に努めます。

・平和記念式典（広島）への市内中学生の
派遣、事前学習会、事後学習会を開催しま
す。　　年１回

・広島で学んだことを市のホームページに
載せ「平和への祈り」を名張市民に発信し
ます。

・市内の学校や市民活動団体が行う国際交
流事業を支援します。

市内全小中学校にＡＬＴを小学校２名、中学校２名配置し、
小学校では年間１クラス８時間以上、中学校では、年間１ク
ラス１５時間以上の派遣を実現することができました。

更なる啓発への情報の提供に努めま
す。

市内の学校や市民活動が行う国際交流
事業を支援します。

・　非核平和原爆パネル展示を実施しました。
（８／１～１５　１階市民ロビーにて）

・　広島で学んだことを市のホームページに載せ「平和への
祈り」を名張市民に発信しました。

・　平和記念式典へ派遣できる生徒の
数には限りがあることから、派遣生徒
が見聞きし感じたことをより分かりや
すく他の生徒や市民に伝え、非核平和
の意識を高めていくかその手法につい
て検討する必要があります。

・　次年度も継続して事業を行い、平
和教育の推進を進める必要がありま
す。

更なる啓発への情報の提供に努めま
す。

市のホームページの充実を行います。

「燦燦と」を利用した、諸外国での男女共同参画の推進状況
などを情報発信し、啓発に努めました。

・　８月平和記念式典（広島）へ市内中学生を派遣しまし
た。事前学習会（７／３１）、事後学習会（８／２７）を開
催しました。派遣生徒は各校で発表し、平和の大切さを啓発
しました。

まちづくり推進室

学校教育室

学校教育室

人権啓発室

男女共同参画室

・ＡＬＴ（外国語指導助手）を派遣し、国
際理解教育及び英語活動を進めます。（小
学校２名　中学校２名）

名張西高校や市民団体が行う国際交流事業を側面から支援し
ました。

・友好交流都市等の交流事業を通じて広い
視野での男女共同参画を推進します。

・国際交流事業を通じて男女共同参画推進
に関する国際理解を深めます。

・「国際理解教育」を進める中で、国際社
会の一員としての意識を高め、世界の多様
な文化や価値観に触れ、男女共同参画の推
進に向けた取組を理解し、自国の状況を見
直す学習を進めます。
（年間３時数程度）

ｂ
「燦燦と」を利用した、諸外国での男女共同参画の推進状況
などを情報発信し、啓発に努めました。

姉妹自治体交流事業による派遣交流を行いました。
市内の学校や市民活動団体が行う国際
交流事業を支援します。

市のホームページに「市民活動支援センター」のページを設
け、国際協力団体の登録情報を発信しました。



子育て関連の情報については、英語、ポルトガル語表記で提
供しています。

三重県、市内市民活動団体と共同で、日本語ボランティア養
成講座を開催しました。

・必要に応じて生活ガイドブック等の改訂
を行います。

市における外国人登録者のニーズに応じた具体的支援の検討
はできませんでした。

生活ガイドマップの充実に努めます。

子育て支援室

１０
国際交流及び市
内の外国人との
協調

女性や子どもの人権については市の人権セ
ンターや子ども支援センター、子ども相談
員、女性相談室との連携に努め相談体制の
充実に努めます。

外国人が日常生活等の相談ができる市民活
動等の情報を提供すると共に在住外国人を
中心に日本文化の体験機会を提供します。

・子育てに係る各種の支援制度やサービス
について、外国人にもわかりやすい情報提
供に努めます。

・市民活動団体と協力しながら、日本語や
日本文化についての学習の機会を提供しま
す。

２９
外国人への環境
の整備

２８
外国人への子育
て支援

ホームページについて、英語、ポルトガル
語以外への対応を検討します。

３０
外国人への情報
等の提供

３１
外国人の相談体
制とネットワー
ク

生活ガイドマップを一部増刷し、情報提供を行いました。

相談体制の充実に努めます。
外国人からの問い合わせに対して、相談窓口の紹介を行いま
した。

市民活動支援センターにおいて、国際協力団体の活動を側面
支援しました。

ｂ

ｃ

こども支援センターかがやきにおいて国際結婚者を対象に交
流の場を提供しています。

国際協力団体の側面支援を行います。

外国人への情報提供を行うための資料
等の作成については、各事業の単独室
の取り組みより、全庁的な取り組みが
効率的で有効的であることから、その
対応の検討が必要であります。

ｃ

ｃ

人権啓発室

広報対話室

まちづくり推進室



28.2％
（H18．8）

40%
7

（H18．8）
0

31.0％
15．0％
（H18 9）

35．0％
20．0％

4人
（H18．4）

増加させる

1人
（H18.4）

増加させる

8.6％
（H15．11）

―

― 7地域

22団体
（H18.4） 25団体

1人
（H18.4）

３３　　　　　　

・審議会の活性化に努めます。

・「女性のためのパワーアップ塾」開催

　　公開講座を含め6回　　参加人数41名

　　講　演　「人口成熟に向う名張と活性化の秘策」　　講　師　藻谷浩介氏

・企業向け研修委託事業を実施します。 ・企業向け研修委託事業の周知に努めました。

ｃ

・事業所の長など地域の主導的立場にある人を主な対象と
したセミナーを開催し、意識啓発に努めました。 ａ

ｂ

３５
事業所等におけ
る女性の参画促
進

・事業所等への啓発として地域トップセミ
ナーを開催し、啓発の足掛かりとします。
（２月）

人事研修室

名張男女共同参画推進ネットワーク会議（主体的に推進）加入団体数

農業従事者の家族経営協定締結数

小・中学校における女性校長の人数（23校）

小・中学校における女性教頭の人数（23校）

「ポジティブ・アクション」の認知度

地域における男女共同参画推進員の配置数

審議会等への女性の登用率

女性のいない審議会等の解消

市役所における女性管理職の割合　　　　全体　　　一般職

商工観光室

１２
事業所・市民
活動団体・地
域組織におけ
る積極的改善
措置（ポジ
ティブ・アク
ション）の普
及・促進

・各種審議会等の委員について市民公募を
実施します。

女性人材リスト
の整備と市民公
募

・男女共同参画リーダー養成講座を開催し
ます。（１１月から全５回）

・女性人材リストを整備するための要綱を
作成します。

・職員研修による人材育成を通じ、女性職
員の能力活用及び管理職登用を促進しま
す。

３４
市の率先実行

１１
市の政策方針
決定過程への
女性の参画促
進

３２
市の審議会の委
員の構成

・名張市審議会等の設置及び運営に関する
指針の運用を進め、女性の審議会等の登用
比率を高めます。

各　　　　　室

男女共同参画室
各　　　　　室

審議会の設置要綱があて職になっている
ことが多いことから見直し等の検討や各
種団体の長に女性の登用への検討が必要
です。

女性人材リストを整備するために検討調査を行いました。

平成１９年５月に行った審議会等の状況調査（平成１９年
４月１日時点）の結果を庁内に公開し、指針の基準に沿っ
て女性の登用比率を高めるよう呼びかけました。平成２０
年４月１日現在の審議会等における女性比率は２６．１％
でした。　　　　　　　　〔数値目標３０％）

ｃ

審議会等の新設や委員改選の際、各室に
おいては「名張市審議会等の設置及び運
営に関する指針」の基準に十分留意する
ことが必要です。

2007年度7月の定期人事異動において、10名（行政職4名、
保育職6名）の女性職員の管理職登用を行いました。

・人事考課制度の構築・活用により、能
力、業績に基づく人事登用の制度化を目
指します。（平成21年1月より管理職対象
に試行導入予定）

積極的な参加へと繋げていけるような取
り組みをしていきます。



　　　対象事業所数　　　1社

対象事業所数　　　　　５社

人材育成のため女性パワーアップ講座を開催しました。

　　　公開講座を含め6回　　参加人数　41名

　　公開講座・エンパワーメント講座　　参加人数41人

・中堅職員を対象とした職員研修を実施しました。

　　テーマ「男女共同参画を推進するための課題と展望」

　　講師　　石阪　督規氏　（三重大学准教授）

　　　　　　参加人数　50名

・男性の参画を促します。

要綱を作成するため検討しました。 環境の整備に努めます。

講座を開催しながら人材育成に努め、広
く市民にＰＲしていきます。

継続的に講座を開催し、積極的な参加を
促していきます。

ｃ

１４
家庭生活にお
ける男女共同
参画の推進

１３
男女共同参画
に向けた人材
発掘と育成

広報対話室

１２
事業所・市民
活動団体・地
域組織におけ
る積極的改善
措置の普及・
促進 ３７「男女共同参

画推進員」の設置
（再掲）

３６
積極的改善措置
（ポジティブ・
アクション）の
推進

・２１世紀職業財団と連携し、「女性が活
躍できる職場づくり」のための取組計画を
２００６年度樹立された事業所に対し、継
続的な女性の参画状況等について調査を実
施します。

･男女共同参画推進員を設置するための要
綱を作成します。

男女共同参画室

男女共同参画室

男女共同参画室

・名張市におけるあらゆる分野での女性の
人材の登録に努め広報等により広く市民に
周知します。

・管理職、職員向けに性別役割分担意識の
解消についても記載された「職場で支える
育児支援メニュー」を作成し周知します。

３９
講座や学習機会
の提供による人
材の育成

４１
仕事と家庭の両
立等の啓発

・「職場で支える育児支援メニュー」冊子
の作成、周知に向けての検討をします。

・「パートナーシップの日」の検討の日を
設置します。

 市民活動団体等が、男性のための子育て
教室や男性が参加する行事を開催し支援し
ます。

･関連書籍やビデオのリストを作成し貸し
出します。

３８
情報の提供

・21世紀職業財団の「女性が活躍できる
職場づくり」のための取組計画に変わる
「職場風土改革」を、継続的に調査して
いく必要があります。

関連書籍やビデのリスト作成のため検討しました。

c

・21世紀職業財団と連携し、女性の参画状況等について診
断を行いました。

a

･女性管理職の登用に向けた研修を年１回
実施します。 中堅女性職員セミナー

４０
市における女性の
管理職の登用

男女共同参画室

人事研修室

･男女共同参画リーダー養成講座を開催し
ます。（１１月から全５回）

次年度以降の実施に向けて環境整備を図
ります。

実施できませんでした。

女性のためのパワーアップ塾を開催
（公開講座を含め６回）

ｄ

事業を継続的に実施し定着させ啓発に努
めます。

ｃ

a
・男女共同参画推進ネットワーク委託研修事業として「夫
を気持ちよく子育て＆家事に参加させる方法」と題して講
演会と料理教室を開催しました。　　参加人数　40人



・チラシを作成します　３０００枚

・「燦燦」での啓発をします　　月１回

　　　「燦燦と」等年17回

　　　募集・行事等の案内　年７回

・「燦燦」での啓発をします　　月１回

　　　「燦燦と」等　　　　年17回

・市民団体との協働による啓発をします。 　　　募集・行事等の案内　年７回

・引き続きネットワーク会議等人材育成に努めます。

・職員への意識啓発を促します。 ・中堅職員を対象に職員研修を実施しました。

　　「男女共同参画を推進するための課題と展望」

　　　講師　石阪　督規氏

・啓発用チラシを作成します３０００枚

分かりやすい構成を検討します。

地域活動への男女共同参画を促進しま
す。

４４
「男女共同参画
について考える
日」の啓発（再
掲）

・啓発用のチラシを調査検討しました。固定的役割分担意識を見直してもらえるよ
う分かりやすいチラシを作成します。

１４
家庭生活にお
ける男女共同
参画の推進

・区や自治会は男性が参加するもの、ＰＴ
Ａは女性（母親）が参加するものといった
固定観念の払拭を働きかけます。

d

ｂ

・地域活動への参加単位を世帯単位から地
域づくり委員会のように個人単位に変えて
いくよう働きかけます。

家庭生活における視点から男女共
同参画を進めるための啓発を実施

・２１世紀職業財団が実施している「仕事
と家庭の両立に関する意識啓発推進事業」
を事業所へ啓発し、研修参加を促進しま
す。　参加事業所数１社

掲示板の利用による人権に絡めてリレー
メッセージをする。

ネットワーク会議の人材育成により指導推
進員への登用をします。

お互いの活動を尊重する機運を引き続き
高めます。 ａ

まちづくり活動においては、お互いに他を尊重する感情や
他を思いやる想像力、寛容の気持ちは醸成していると考え
ます。

男性が普段触れることの少ない活動に関わ
ることで多様な生き方について考える機会
を提供するための取組み

家庭生活における視点から男女共同参画を
進めるための啓発を実施

４６
地域活動におけ
る女性のリー
ダーとしての参
画

４７
地域活動団体へ
の配慮の働きか
け

・働きかけができませんでした。

・まちづくり活動においては、お互いに他
を尊重する感情や他を思いやる想像力、寛
容の気持ちが必要であることを働きかけま
す。

引き続き情報の提供とともに啓発に努め
ていきます。

４２
家庭生活におけ
る男女共同参画
の推進

４５
市民への意識啓
発

４３
労働時間短縮の
啓発

１５
地域社会にお
ける男女共同
参画の推進

ａ

・「仕事と家庭の両立に関する意識啓発
推進事業」を事業所へ啓発し、モデル的
に研修参加を促します。

ｄ

・広報なばりの男女共同参画コーナー「燦燦と」等で
月1回を基本に啓発記事を掲載しました。

継続的に実施するとともに啓発に努めて
いきます。

ｃ

・21世紀職業財団と調整ができず、「仕事と家庭の両立に
関する意識啓発推進事業」の啓発参加ができませんでし
た。

広報なばりの男女共同参画コーナー「燦燦と」等で月1回
を基本に啓発記事を掲載しました。

男女共同参画室

商工観光室

男女共同参画室

学校教育室

総合窓口センター

学校教育室



男女共同参画室

まちづくり推進室

ｃ

継続的に開催するとともに地域に根付く
ような仕組みにしていきたい。

各公民館・団体等へ講座やイベントの開
催への働きかけと、情報提供・啓発方法
を検討します。

地域活動への参加を世帯単位から個人単
位で行う働きかけをします。

５０
情報提供とセミ
ナー等の開催

５１
出前講座等の実
施

・地域の各種イベントの機会をとらまえて
男女共同参画を啓発します。

男女共同参加室が主催し、男性を対象とした料理教室を開
催（全７回、参加者１２名、場所：すずらん台市民セン
ター）

・各地域や公民館における男女共同参画に
関する講座及び啓発セミナーを開催しま
す。

ｂ

ｂ

・男の料理教室等の拡充を図ります。

・地域活動への参加を世帯単位から個人単
位で行う働きかけをします。「夫か妻か、
親か子かのどちらかが参加する」という形
からどちらも参加してよいという感覚を定
着させます。

・出前講座や「名張市男女共同参画啓発事
業」助成金活用について企業訪問をして促
します。（再掲）
月３事業所×３ヶ月

・企業への意識啓発のための研修会を提供
します。（男女雇用機会均等法等に関する
学習及び啓発）

・三重労働局が実施する男女雇用機会均等
法や育児・介護休業法等のセミナーには、
事業主や人事担当者に対し、積極的な情報
提供と参加を呼びかけます。

１６
職場における
男女平等と雇
用機会均等の
促進

・労働相談の周知とハローワーク伊賀等関
係機関との連携を図ります。

商工観光室
５２
労働相談の周知

４９
地域課題への女
性の参画

４８
地域活動への参
画の推進

１５
地域社会にお
ける男女共同
参画の推進

働きがけができませんでした。

市内の公民館等で開催する支援と自主グ
ループの促進

各地区公民館へ講演会や講座の案内、助成金制度を紹介す
るなど、啓発に努めました。

a

男女共同参画室

・指導機関となる労働局に今後も協力を
し、制度周知に努めていきます。

公民館の主催事業・講座で男の料理教室を開催。
（３館で延べ１４回開催）

・男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等のセミナーの
参加募集を、商工会議所の窓口等を通じ情報提供と参加を
呼びかけました。

助成金の活用に繋がるよう更なる訪問を
しながら促していきます。

・市内事業主や人事担当者の参加が低迷
なため、積極的な参加呼びかけの手法を
取る必要があります。

企業訪問をし、「名張市男女共同参画啓発事業」助成金活
用について促すと共に、企業における制度等実態のヒアリ
ングをしました。
事業所等　３６箇所　　　　申請　1社

労働に伴う男女平等や雇用機会均等法について、三重県労
働局雇用均等室と調整を図り周知に努めました。

男女共同参画室

商工観光室

ｄ

男女雇用機会均等法等の学習機会の提供や
事業者や働く人向けパンフレットでの啓発
や、ビデオの貸し出し等による情報提供を
求める。



　　　訪問企業　　36社

ｂ

ｂ
引き続き、事業所訪問をし取り組み状況
を聞きながら啓発をしていきます。

ｂ
引き続き、企業やまちの保健室、公民館
への訪問をし助成金活用を促しながら啓
発をしていきます。

１６
職場における
男女平等と雇
用機会均等の
促進

・２１世紀職業財団の短時間労働援助事業
等について協力します。

５４
就業条件向上の
啓発

５３
職場の男女格差
是正及び職域拡
大

・ポジティブアクションの説明と啓発をし
ます。

５８
入札時における
状況報告書

　性別に関わらず意欲と能力のある一人ひ
とりを活かそうとするというポジティブア
クションが企業にとって有効であることの
説明をし啓発をしていきます。それについ
ては育児休業制度や在宅勤務などの両立支
援を整備していくなどが必要となってくる
が制度ができていても現実の活用について
も取りやすい体制にするよう進めていきま
す。

５７
男女共同参画モ
デル事業所の表
彰（再掲）

・事業所訪問時における各事業所へ調査を
実施します。

・各事業所の実態調査並び啓発をします。

アンケートを実施し今後の推進のために
活用していきます。

男女共同参画室、契約検査室で「取組み状
況報告書」の扱いについて協議します。

各事業所を訪問しワーク・ライフ・バランスへの取組につ
いて説明をするとともに制度の設置や活用について現状を
ヒアリングをしました。

アンケートを実施し今後の推進のために
活用していきます。

ｂ
引き続き２１世紀職業財団の事業に協力
していきます。

ａ

ｃ

５６
積極的改善措置
の働きかけ（再
掲）

５５
職場の実態調査
の実施

　男女共同参画社会形成のため企業への働
きかけが重要であることから市の助成制度
を活用し意識啓発を促していきます。

　女性の管理職への登用等、参画状況など
について聞き取りをします。

商工観光室

各事業所における実態を把握するためアン
ケート等により調査するための検討を行い
ます。

商工観光室

・雇用機会均等法の説明を交えながら男女
が働きやすい職場であるよう各事業所の実
態を把握していくと共に啓発をしながら促
していきます。

男女共同参画室

商工観光室

男女共同参画室

・２１世紀職業財団の短時間労働援助事業に協力しまし
た。

男女共同参画社会の実現には事業所の取組が欠かせないこ
とから、啓発をするにも実態を把握する必要性からアン
ケート実施のための調査検討を行いました。

・企業や事業所への働きかけが重要であることから市の助
成金を活用し女性の管理職への登用など研修への取組状況
などを聞き取りながら意識啓発をしていただくよう促しま
した。

建設工事等競争入札資格者の格付評価の項目に社会的評価
項目として「男女共同参画社会への貢献」等について、ど
のように取り組んでいけるのか協議しました。

県下の状況をみながら検討をしていきま
す。

各事業所を訪問し男女が働きやすい職場であるかの実態を
ヒアリングしながらワーク・ライフ・バランスの必要性を
説明しました。３６社

男女共同参画室

「名張市男女共同参画啓発事業」をＰＲし
ます。



現在２家族

検討会　　　年１回 検討会　　　年０回

農業委員全体での情報共有を促します。

農業支援センター

現在6グループ

　　　（　京都府木津市、久御山市　）

消費者ニーズの的確な把握をします。

ａ

ｃ

新規就農者者の減少

・名張商工会議所の女性部と、女性の能
力発揮促進事業のセミナー開催に向け調
整を進めます。

ｂ

女性農業委員の複数確保に向け女性リー
ダーへの意識啓発を推進することが課題
です。

全国系統組織での申し合わせを関係機関へ
情報発信します。

６０
女性の農業経営
者等への参画

６４
農業起業家への
支援

６１
家族経営協定等
の促進

６２
女性経営者及び
女性リーダーの
育成

６３
女性農業委員の
複数確保

女性が参加する青空市グループや加工グ
ループの育成や支援をします。

５９
農林業及び自営
業従事者への意
識啓発

量販店への青空市コーナーを設置します。

女性農業者を対象とした講習会等を実施し
ます。

女性グループの育成を図り、自主的な研究
や交流などの取組みの支援をします。

新規就農者に対し積極的な認定農業者への
推進を行います。　現在４３戸
（目標新規認定者３戸）計４６戸

農業支援センター
認定農業者更新時等に家族経営協定の締結
推進を行います。

あらゆる機会を捉えて女性の地域活動等参
画への意識を向上させます。

c

ｂ

農林振興室

今後も各グループへの指導、支援が必要
です。

・21世紀職業財団が主催したポジティブ・アクション実践
セミナーに参加したが、女性の能力発揮促進事業のセミ
ナーを開催することができませんでした。

認定農業者への推進を行いました

新規認定農業者１戸認定　　　現在４４戸

女性が安全で快適に就業できるよう、農林
業における作業の安全の推進、労働軽減技
術の確立、労働時間の適正化、労働環境の
点検、整備、休日の取得などの推進をして
いきます。

名張商工会議所の女性部や２１世紀職業財
団と連携し女性の能力発揮促進事業のセミ
ナーを開催します。

農林振興室
商工観光室

商工観光室

農業委員役員会で情報提供を2回しました。農業委員会

農業委員役員会での情報共有を促します。

１７
農林業や自営
業者等への支
援

青空市や直売を意識した作付け品目等の指
導をします。

周年を通じた消費者ニーズに見合った生産
体制を整備します。

青空市グループ連絡会議を開催いたしました。

青空市グループや加工グループの育成や支援を行いまし
た。

青空市グループを対象に先進地視察（直売所など）を実施
しました。

女性農業者による自主的な取組が必要で
す。 ｂ

女性農業者へ地域活動の参加要請を行いました。
女性農業者による自主的な取組が必要で
す。

女性農業者を対象とした講習会等への参加案内をしまし
た。



　　再就職支援セミナー　　年２回 　　　再就職準備セミナー　　　　年２回

　　しごと探しセミナー　　年１回 　　　しごと探しセミナー　　　　年１回

サポートステーションみえの出張　　　　月

若者自立塾室生館　　月１回

再就職準備セミナー定員３０名に対し、
約半数の受講であったため、今後は事前
からの募集周知手段を徹底します。

男女共同参画室

ｂ
１９
働き方の見直
しの促進

７１
フリーター等へ
の支援

ａ

若者（ニート・若者無業者）就労相談の開設

①サポートステーションみえの出張　月１回（年間延べ２
３名）

・若者(ニート・若者無業者）就労相談を
開設します。

商工観光室
②若者自立塾室室生館　月１回（年間電話２３件
面接１４名）

③若者の就労を考える親向けセミナー　　　2／16

６８
再就職支援

６６
就業相談等

ｂ

１８
女性の就労・
能力開発のた
めの支援

ａ商工観光室

起業家への支援事業など商工会議所とと
もに情報提供に努めているが、気軽に
チャレンジできるチャレンジショップの
公募などについても、再度取り組んでい
く必要があります。

ｃ

名張パートバンクとは、今後も連携を密
にし、女性の就業相談と就労支援を進め
ていきます。

ａ

ｃ

市内の各事業所の取り組み内容を見据
え、三重労働局等と調整し名張の課題と
する制度の周知と取り組みを進める必要
があります。

２１世紀職業財団の両立支援事業内容につ
いて事業主や事業主団体へ機会を捕らまえ
ての啓発促進に協力します。

６５
チャレンジ支援

６９
多様な働き方の
啓発及び支援

６７
起業支援

２１世紀職業財団等と連携し再就職支援セ
ミナー等の開催や情報提供を促進します。

７０
ワーク・ライ
フ・バランスの
啓発

チャレンジショップ等新たに起業の要望等
が出てきた場合、具体的な支援策について
調整を図ります。

三重労働局や21世紀職業財団等との関係機
関と連携を図り事業推進について協力しま
す。

ハローワーク伊賀や名張パートバンクと連
携を図ります。

育児・介護休業法等に関する制度周知につ
いて関係機関の事業推進に協力します。

若者の就労相談については、個人差があ
り数回にわたり相談が必要な人もおられ
るため、地道な活動から最終就労に結び
つけたい。

２１世紀職業財団等と共催し、再就職準備セミナー等開催
するなかで情報提供を促進しました。

今後も引き続き三重労働局や２１世紀職
業財団等の関係機関と連携し、事業推進
に協力していきます。

創業塾２００７等受講生募集を募りましたが、新たな起業
要望はありませんでした。

ハローワーク伊賀と共催で「しごと探しセミナー」を開催
するとともに、名張パートバンクと連携し就労への支援協
力を行っています。

三重労働局や２１世紀職業財団の事業啓発に協力しまし
た。

事業主や事業主団体への両立支援事業に
ついて、啓発促進を拡充する必要があり
ます。

市主催で、ワーク・ライフ・バランス入門公開講座を開催
しました。　講師　金谷千慧子　（女性と仕事研究所）

市管理職を対象としたワーク・ライフ・バランスについて
研修をしました

三重労働局雇用均等室が実施した「女性の活躍推進及び仕
事と子育ての両立支援に関するアンケート」を参考に、状
況把握に努めました。

男女共同参画室

商工観光室

商工観光室

男女共同参画室



60人
（Ｈ18．12）

30人

224人
（Ｈ17年度）

300人

0％
（Ｈ17年度）

10%

７３

７２
子育て支援の充
実

保育所待機児童の解消

ファミリーサポートセンター事業（会員数）

市の男性職員育児休業取得率

１９年度に箕曲保育所の民営化に取り組みを行い、２０年４
月に民間保育所「箕曲保育園」として運営を開始しました。

残る大規模保育所４園（昭和、名張西、東部、桔梗が丘）の
民営化を年次的に推進します。

今後も「保育所民営化に関する基本方
針」に基づき年次的に事業を推進して
いくこととしていますが移管先の選定
条件が窄められており、その対象者が
限られていることから、現時点で平成
２０年度における移管候補法人の目処
がたっていません。このため、移管先
法人の選定基準や民営化の対象保育所
等の再検討を行い基本方針を見直す必
要があります。

ｂ

次世代育成支援行動計画、地域福祉計画に基づき、地域住民
や市民団体、社会福祉法人、福祉サービス事業者など地域福
祉に関係する多様な組織・団体と協力・連携して個別施策を
展開しました。

ｂ

私立の幼稚園との有機的な連携や保育
ママ制度等、新たな民間活力の導入方
法を検討していく必要があります。

地域で子育てのサポートにかかわる人
たちの意識は、自身の子育て経験を生
かしてボランティア精神で実施してい
ることが多く、現時点で組織化は難し
いと思われます。

ｂ

公立保育所の民営化に取組み平成２０年４月より箕曲保育所
を民間保育所として運営を開始すると共に新設の民間保育所
についても設置予定者と協議を行いました。

地域で開催している広場事業は職員を派遣したり、玩具を貸
し出したりしながら充実に努めましたが、ＮＰＯなどの組織
化については課題が多くあり、今後も引き続き検討が必要で
す。

子育て支援室

次世代育成支援行動計画に位置づけら
れた個別施策の課題については施策ご
とに表記します。

仕事と子育ての両立ができる環境整備として、部分休業の条
件改善及び育児短時間勤務制度の導入を実施し、担当者を設
置しました。

制度の活用促進のため、一層の情報提
供を行うとともに、相談体制の強化を
図ります。

人事研修室

子育て支援室
健康福祉政策室

７５
保育所の民営化
の推進

・大規模保育所５園（昭和、名張西、東
部、箕曲、桔梗が丘）の民営化を年次的に
推進します。

子育て支援室

・20年4月の箕曲保育所の民営化に向け
て、事務の引継ぎや環境整備などを進めま
す。

仕事と子育ての両立等について相談、情報
提供を行う窓口の設置を検討します。

７４
「名張市特定事
業主行動計画」
の推進

・増大する保育ニーズに適切に対応するた
め、民間活力の導入も進めながら、多様な
保育サービスを効率的に提供します。

・子育てを地域でサポートしていくための
仕組みづくりに取り組むとともに、子育て
支援に関するNPOなどの組織化を推進しま
す。

２０
安心して子ども
を産み、育てら
れる医療・保
育・育児環境の
整備

次世代育成支援
行動計画等の推
進

・次世代育成支援行動計画、地域福祉計画
に基づき、地域住民や市民団体、社会福祉
法人、福祉サービス事業者など地域福祉に
関係する多様な組織・団体と協力・連携し
て、効果的に施策を推進します。

ａ



学務管理室

学校教育室

子育て支援室

援助会員　　４０人

依頼会員　１７５人

両方会員　　４７人

・交流会・研修会は年３回実施しました。

・子育てに関する相談や情報提供を行いま
す。

・子育てを支援するための教職員研修会や
就学前教育の充実のための研修会、そして
教職員の資質向上のための研修会を年6回
行います。

・小規模子育て支援センター「つくし」に
おいて、保健に重点をおいた子育て相談を
実施します。

７８
子ども支援セン
ターの充実

７７
子育てネット
ワークの拡充 ・子育て支援団体への活動場所や情報の提

供を行うとともに、団体間のネットワーク
化に取り組みます。

・就学前教育・保育や子育て支援のあり方
を検証し、効果的な幼稚園・保育所運営を
行うという観点から幼保一元化を含めた新
たな幼保の関係づくりを進めます。

・子育てサークルを支援するとともに、子
育て支援ボランティアの養成などを行いま
す。

・子育て支援に関するNPOなどの組織化を
推進します。

・「就学前教育・保育に関する検討委員
会」における検討の推進・提言をします。

・就学前教育・保育方針の策定をします。

・子育てサークルの育成を図るため、研修会や交流会の場を
設けています。

ｂ

ｂ
幼・保の連携のための施策の具体化に
ついては、幼児教育と保育を一体的な
ものとして、教育と福祉部門が連携し
て取り組む必要があります。また、子
どもに関連する施策に一元化に対応で
きる組織の整備もあわせて検討する必
要があります。

子育て支援や就学前教育の充実、教職員の資質向上のための
研修会を年６回行いました。

「就学前教育・保育に関する検討委員会」設置以降９回の会
議を開催し、２００８年３月に提言を受けました。提言が当
初予定より３ヶ月遅れたため方針の策定には至っていませ
ん。

教職員の研修をより充実させ、小学校
教育への円滑な接続のための保・幼・
小の連携をさらに進めていく必要があ
ります。

・子育てサークルの連携を図るため、連絡協議会を設置し、
サークル間の情報交換と対外的な情報発信を行うため、年数
回情報紙を発行しています。

ｂ

・依頼会員数に比べ援助会員数が少な
いため、活動時紹介に苦慮することも
あります。

・土曜日の開館は保護者（男性）の利用者も多く、積極的な
育児参加の状況が見られます。

・交流会は日曜日に行っていますが、
研修会などの案内をしても依頼会員の
参加は少なく課題です。

・サークルで集っていても連絡協議会
に入会してなかったり、サークルの構
成人数が減少するなどの状況が見られ
るため、効果的な情報発信の必要性が
あります・

・子育て情報は母親に入ることが多く
今後は日曜日に事業を行うなど、父親
の参加しやすい状況を提供する必要が
あります。

ｂ

・保健センターの「こんにちは赤ちゃん事業」での周知や、
施設見学時などには積極的に啓発に努め、２６２人の会員数
となり昨年度より２０名近く増となりました。

・事業の利用促進や会員増を図るため、制
度の周知や会員登録の啓発等を行います。

２０
安心して子ども
を産み、育てら
れる医療・保
育・育児環境の
整備

子育て支援室

子育て支援室

７９
ファミリーサ
ポートセンター
事業の充実 ・会員間の交流を図るための交流会や研修

会等を開催します。

７６
幼稚園・保育所
の連携及び一元
化の推進

子育て支援に関するＮＰＯなどの組織
化については課題が多くあり今後も引
き続き検討が必要です。

子育て支援室
・子育てサークル連絡協議会への支援を積極的に行い、現在
７団体の登録があります。ボランティアの養成は毎年行い、
今年度は８名の登録があり活動者は３１名になっています。

・保健相談を中心に育児相談や家庭教育の講演会開催など積
極的に取り組みました。



・運営委員会を設置します。

・名張市放課後子どもプランを策定しま
す。

・各地区説明会を実施します。
８２
放課後子どもプ
ラン

・保護者の就労形態を考慮した保育時間の
延長や保育内容の充実を図る必要もあり、
代表者連絡会議の開催や指導員研修会など
を通して関係者と連携を図りながら、事業
の充実に取り組んでいきます。

・名賀医師会との連携を進め、病後児保育
の実施に向けた取り組みを推進します。

・民設民営保育所の誘致等、様々な面から
待機児童解消の方策を検討します。

・幼保一元化について検討を進めます。

・既存スペースの有効活用を進め、受け入
れ体制の充実を図ります。

市立病院
地域医療室

・運営委員会を開催します。（年５回）

・市立病院への産婦人科の設置について
は、小児医療の方向性を考慮して計画を推
進します。

ｂ

・民設民営保育所の受入について協議、調整を行いました。

・学童保育は各地域で運営委員会を設
置し、運営を行っています。施設や指
導員等の状況により、子どもの受入れ
に係る条件が各地域で異なることから
開設時間や利用要件緩和等の見直しに
ついては、それぞれの地域との協議が
必要となります。

・「放課後子ども教室」の実施には、
学童保育との連携、人材の発掘、学校
との連携、活動場所の確保など様々な
課題がありますが、まず、準備のでき
た地域から事業を開始し、制度の詳細
な整備を進める必要があります。

ｄ
・病後児保育の実施については、今後、検討される小児医療
センター及び療育センターの中で検討していくこととし、現
段階では保留としました。

・既存施設の有効活用、就学前教育・
保育サービスのあり方を検討していく
必要があります。このため、上記提言
にある「（仮称）教育・保育内容検討
委員会」を設置し、その中で検討して
いくことが課題となります。

・今後、新たに発生する多種多様な保
育ニーズに対応するためには、教育委
員会との連携を密にした既存の就学前
教育・保育資源の有効活用や地域・関
係機関等との連携についても検討して
いく必要があります。

・名張西保育所の定員を見直し、２０年度より定員を増員し
ました。

・８月に運営委員会を設置し、全６回の開催を通じて、名張
市の方針をまとめることができました。また、９地区で説明
会を開催し、それぞれ地域の実情にあった「放課後子ども教
室」を協議検討をすることにより、約４地区が実施に向けて
前向きに協議を進めることができました。

２０
安心して子ども
を産み、育てら
れる医療・保
育・育児環境の
整備

・小児科医師の増員を図り、小児救急医療
の充実を図ります。

８３小児医療・
救急診療、産婦
人科医療体制の
整備

８０
保育所待機児童
の解消

８１
休日保育等の取
組み

・名張西保育所で休日保育を実施するとと
もに、実施保育所を２ヶ所に拡大するため
の検討を進めます。

子育て支援室

ａ

ｂ
・全国的な医師不足問題がある中での
医師確保については、非常に難しい状
況です。

・幼保一元化に取り組むため、教育委員会と共同で設置した
「名張市就学前教育・保育に関する検討委員会」において
「就学前教育・保育のあり方」について検討し、その提言を
３月に受けました。

子育て支援室

子育て支援室

・休日保育のニーズが実施保育所を拡大するまでに至らない
ため、検討については保留としました。

・学童保育については、今まで学校の近隣施設で運営してい
た２クラブを子どもの安全性・利便性に配慮して、学校施設
内又は学校敷地内で運営するための施設整備を行いました。

・平成１９年１月から小児科医師が１名増員されたことによ
り、時間外救急をこれまで実施きてきた毎週火・木曜日の夜
間に加え、土曜日の昼間及び夜間も実施するよう拡大し充実
を図りました。



　自立支援教育訓練給付金　　　　３人

　母子家庭高度技能訓練促進費　　３人

８５

健康福祉政策室

子育て支援室

８８－１

危機管理室

まちづくり推進室

○　名張地区防犯協会との連携強化

８８－２

・名張少年サポートふれあい隊活動

　　　（１０班体制で各班月１回　合計１００回実施）

・補導センター補導員によるパトロール、
補導パトロールを実施します。　　　（＊
週　5日実施）

警察と連携し有害図書、喫煙、シンナー等
の追放に努めます。

・名張少年サポートふれあい隊による街頭
パトロール活動をします。
（＊10班体制で各班月1回実施）

２１
一人親家庭が安
心して暮らせる
環境の整備

子どもを守る取
組み

８７
地域での子育て
支援講座の実施

２２
地域で子どもを
育てる環境づく
り

子どもを守る取
組み

・青少年健全育成研修会を実施します。
（＊年4回実施）

８６
子育てサロンで
の子育て支援

・少年非行防止活動と啓発活動を推進しま
す。

・青少年の健全育成を推進するため名張地
区防犯協会の活動に対し、助成を行い事業
の推進を図るなど連携強化に取り組みま
す。

生涯学習・青少年
室

○　名張市生活安全推進協議会、防犯部会
の事業を中心に子どもを守る活動を推進し
ます。

・広報紙、各種メディアによる広報をしま
す。「補導センターだより」「広報なばり」等

・制度の支給額が受講費の一部分であ
るため、その充実を国に要請するとと
もに、制度の周知を行っていく必要が
あります。

・相談業務の充実を図るため、より一
層の関係機関との連携をとるととも
に、母子自立支援員の資質の向上に努
める必要があります。

・現在、地域の広場は、１３箇所で実施されています。
利用者は年々増加の傾向にあります。

・ゆめづくり地域交付金を交付し、地域ぐるみでの子育て支
援活動を支援しました。

・母子自立支援員を配置し、福祉制度等に係る情報提供や、
就業など自立に向けた相談・助言を行いました。

・職業能力の向上を支援するため、母子寡婦等対策総合支援
事業（国庫補助金）を実施しました。

ゆめづくり地域交付金の活用を促進し
ます。

・地域組織（地域づくり委員会、区、自治
会）が、地域の子育て組織や子育て世代の
住民の活動を、認識し、支援できるよう働
きかけます。

子育て支援室

・小学校区単位で子育てサロンを設置する
取組みを進めます。

・職業能力の向上や就業に係る情報提供な
ど自立に向けた支援を行います。

一人親相談事業
の充実

・母子自立支援員を配置し、福祉制度等に
係る情報提供や、就業など自立に向けた相
談・助言を行います。

８４
一人親家庭自立
支援

・小学校区単位で考えると、広場の実
施されていない箇所もあり、今後検討
の必要があります。

ｂ

ｂ

・青少年育成市民会議等と連携、研修会、講演会の開催、広
報誌への広報〔講演会10/27、11/25・研修会4/23、1/27・広
報誌　7、11、12月〕

・補導センター補導員によるパトロール
〔１～２班体制で週5日　年間379回実施〕

ａ

ｂ

ｂ

ａ

・青少年の健全育成のためには、青少
年自身に対する対策のほか、親の教
育、家庭教育等が必要です。

・ふれあい隊の活動等において、地域
によっては、昔に比べ子どもを見かけ
る回数が減ってきており、活動方法等
を検討する必要があります。

○名張地区防犯協会との連携強化につきましても名張市生活
安全推進協議会防犯部会理事が防犯協会の組織の構成員とし
て活動を実施しました。また、活動にかかる助成についても
昨年度に引き続き予算の範囲内において助成しました。

子育て支援室

○子どもを守る活動の推進につきましては、名張市生活安全
推進協議会防犯部会において、「子どもを守る活動の強化」
を活動方針に据え名張警察署と連携を密にしながら、啓発活
動やパトロールを実施しました。



８９

小・中学校の開放 学校教育室

・７校において、研究発表を実施しました。

９０ ・子どもの体験活動の支援

・新規子ども体験活動の実施

・体験活動連絡会の開催　　年３回

・子どもセンターの充実 ・体験活動連絡会を１回開催しました。

「レインボー名張っ子」の発行　年４回

ホームページによる広報

月２回更新　コーディネート、相談活動

９１ ・ジュニアリーダー養成講習会　３回実施

まちづくり推進室 第1回　８/９　市役所３０４会議室

第2回   ８/19～20日

　　　　　　　国立曽爾青少年自然の家

第3回　12/1　　名張市勤労者福祉会館

９２

児童虐待防止

子育て支援室

９３

子育て支援室

・次世代育成支援行動計画、地域福祉計画
に基づき、地域住民や市民団体、社会福祉
法人、福祉サービス事業者など地域福祉に
関係する多様な組織・団体と協力・連携し
て効果的に施策を推進します。

ｂ

・児童虐待事例に対して関係機関が連
携し、迅速かつ適切な対応を行ってい
くために、担当者の共通認識を行う必
要があります。このため、児童虐待防
止対応マニュアルを作成し、関係機関
で共用していくことが必要です。

ｂ

ｂ

財政状況により、支援のできることや
「レインボー名張っ子」の発行回数な
どが限られてきますが、その中でも、
効果的な支援のあり方を考えていくこ
とが課題となります。

「次世代育成支
援行動計画」の
推進（再掲）

・児童虐待防止対応マニュアルを作成し、
虐待の早期発見と対応を図ります。

・要保護児童に対して、関係機関が支援の
ネットワーク化を図り、継続的な援助を行
います。

２２
地域で子どもを
育てる環境づく
り

子どもたちの居
場所づくり

ボランティア活
動への参加

・要保護児童対策地域協議会を設置し、地
域や関係機関が連携して児童虐待の未然防
止に努めます。

・市内各小中学校において、定期的な授業
参観を実施します。

・青少年の地域ボランティアの育成を、市
の補助団体である名張市青少年市民会議に
委託し、子ども会と協働でジュニアリー
ダー養成講習会を実施します。
（年３回）

・市等の研究指定による研究発表会を開催
します。

・次世代育成支援行動計画、地域福祉計画に基づき、地域住
民や市民団体、社会福祉法人、福祉サービス事業者など地域
福祉に関係する多様な組織・団体と協力・連携して個別施策
を展開しました。

・次世代育成支援対策推進法関係機関
と共に、中小企業名張版の行動計画の
策定検討を進める必要があります。

生涯学習・青少年
室

・新規申込が少なかったので、募集方
法を検討する必要があります。
（新規終了者　2名）

・要保護児童対策地域協議会を２０年１月に設置し、その代
表者会儀を２月に開催しました。このことにより、要保護児
童に関する関係機関が今まで以上に支援のネットワーク化を
図り、継続的な援助を行なっていくこととしました。

２３
仕事と家庭生
活・地域活動を
両立するための
職場環境の整備

ｂ

・参観の意図を保護者に示しながら、
参観に対する保護者の意識を向上して
いくことが必要です。 ｂ

・いずれの学校においても計画的に授業参観が実施されま
す。

・子どもの体験活動の支援として、広報活動の協力や備品の
調達、講師の紹介などを行いました。

・子どもセンターの活動として、「レインボー名張っ子」を
年間４回発行しました。また、ホームページのイベント情報
を月２回更新することにより、最新の情報を発信することが
できました。



９４

男女共同参画室

９５

男女共同参画室

９６

９７

９８ ・軽度生活援助事業実施 ・軽度生活援助事業実施

・生きがい活動支援通所事業実施 ・生きがい活動支援通所事業実施

・老人クラブ助成事業実施 ・老人クラブ助成事業実施

・老人福祉施設等整備 ・老人福祉施設等整備

　介護老人福祉施設290床（累計） 　介護老人福祉施設260床（累計）

　有料老人ホーム50床（累計） 　有料老人ホーム0床（累計）

　ケアハウス100床（累計） 　ケアハウス50床（累計）

・地域密着介護施設整備 ・地域密着介護施設整備

　小規模多機能型居宅介護拠点3ヶ所 　小規模多機能型居宅介護拠点2ヶ所

　認知症高齢者グループホーム2ヶ所 　　　（うち1箇所はＨ20へ繰越）

　認知症高齢者グループホーム2ヶ所

名張版「一般事
業主行動計画」
の提案等

２３
仕事と家庭生
活・地域活動を
両立するための
職場環境の整備

市の「特定事業
主行動計画」の
推進（再掲）

人事研修室

・２１世紀職業財団が主催する職業家庭両立推進者研修会
が、県内２ヶ所で実施されるにあたり、名張に近い伊賀市会
場の案内パンフを事業者がよく訪れる商工会議所や勤労者福
祉会館窓口等に設置し、広く本月間の趣旨・目的を促しまし
た。

・企業訪問時等を通じ「ワーク・ライフ・バランス」の啓発
を行うと共に実態のヒアリングをしました。

・引き続き企業訪問をし啓発に努めま
す。

ｃ

「名張市老人保
健福祉計画・介
護保険事業計
画」の推進

地域包括支援セン
ター

地域包括支援セン
ター

・近隣住区における多様な主体による地域
福祉活動の拠点として、「夢づくり広場」
の整備を促進します。　　　　　（既整備
６３箇所）整備箇所３６箇所

地域福祉の推進

２５
高齢社会に対応
した介護・看護
環境の整備

２４
男女共同参画に
よる地域福祉の
推進

・「毎年10月は、仕事と家庭を考える月
間」となっていることから、21世紀職業財
団等が主催する少子化時代の企業の在り方
を考えるシンポジウム等のセミナー参加を
啓発します。

・時事課題研修において、管理職を対象に育児休業、部分休
業及び新たに導入された育児短時間勤務制度に係る研修を実
施しました。

・男性職員を対象とした育児休業及び部分
休業を取得しやすい環境に向けた研修会を
年1回実施します。

・身近な保健福祉の情報・相談窓口、地域
での健康づくり、地域福祉活動の拠点とし
て「まちの保健室」を整備します。（既整
備　７箇所）　　　　　　　　　整備箇所
７箇所

・次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画
に代わる名張版について、関係機関との調整ができませんで
した。　　　調整会議　　年0回

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般
事業主行動計画に代わる名張版について、
関係機関との検討を進めます。
調整会議　　年数回

ｂ

a

・企業訪問時等を通じワーク・ライフ・バ
ランスの啓発に努めます。

働き方の見直し
の啓発

・広報紙や報道機関、事業所へのダイ
レクトメールなど、この研修会への取
組みが不十分であったため、早めの啓
発活動に従事する必要があります。

・部分休業や育児短時間制度につい
て、研修等あらゆる機会を通じて周知
徹底を図ることにより、職場・職員の
理解を深め、対象職員が制度を活用し
やすい職場環境の整備を進める必要が
あります。

・次世代育成支援対策推進法関係機関
と共に、中小企業名張版の行動計画の
策定検討を進める必要があります。

ｄ

ａ

・まちの保健室は、７箇所整備し、計画どおり１４箇所の整
備が完了しました。

・「夢づくり広場」は２９箇所整備し、累計で９２箇所の整
備が完了しました。

「名張市老人保健福祉計画（第3次改
訂）・介護保険事業計画（第2次改
訂）」に基づき施策を推進している
が、小規模多機能型居宅介護拠点の整
備のうち1ヶ所が事業者の応募がな
かった。計画の最終年度である2008年
度でこの1ヶ所を含め2ヶ所を整備する
必要があるが、応募する事業者がある
かどうかが課題です。



９９

介護保険室

・家族介護教室の開催

１００

介護保険室

・老人クラブの運営、活動への支援

１０１

１０２

２５
高齢社会に対応
した介護・看護
環境の整備

・身近な地域での総合相談体制の整備をし
ます。

障害者の自立支
援

障害者自立支援法に基づく福祉サービスを
充実し、障害者の社会参加促進と介護軽減
を図ります。

介護者への支援

「名張市障害者福祉計画（第2次）」に基
づき、障害者が地域の中で暮らせる生活環
境を整備します。

高齢者の自立と
社会参画の推進

既設7ヶ所の地区保健福祉センターまちの
保健室での介護予防事業の取組みを推進す
る。

・夢づくり広場での介護予防の取組み、異
世代交流を推進する。

「名張市障害者
福祉計画」の推
進

２６
障害者の生活安
定と自立支援

既設７ヶ所の地区保健福祉セン
ター・まちの保健室の円滑な運営

ｂ

障害者支援室

・地区保健福祉センターまちの保健室未設置の地域に対して
は、地域介護相談所が対応。

・地域包括支援センターと連携し、相談があれば迅速に対応
しました。

・地区保健福祉センターまちの保健室
と地域介護相談所・地域包括支援セン
ターが連携し相談・支援体制を充実し
ていく必要があります。

・地域介護相談所（5箇所）で家族介護教室を計10回開催し
ました。

平成20年4月の障害者人材センター設立に向けた条件整備を
行い、障害者の就労支援強化につなげることができました。

障害者の就労の場の確保のため、就労
先の開拓を進める必要があります。

就労が実現した障害者が継続して就労
できるよう、該当者をサポートする体
制強化が必要です。

・既設7ヶ所の地区保健福祉センターまちの保健室と保健セ
ンターが連携し健康教室を開催しました。また、地域のサロ
ン活動の支援、高齢者対象教室や地域の行事に参加する等の
活動を通じ介護予防の取り組みを行いました。

・介護予防の取り組みに関し、60歳代
後半から70歳代前半の男性が多く参加
できるような取り組みや、夫婦が揃っ
て取り組めるようなメニューを検討す
る必要があります。

ｂ

自立支援協議会での検討事項の実施段
階に移行することが必要となっていま
す。障害者相談センター「なびっと」
の機能充実とともに、相談者の利用し
やすい条件整備が必要です。

・男性を対象とした介護教室等を行
い、男性も介護に対し役割分担できる
よう意識付けしていく必要がありま
す。

ｂ

ｂ

障害者支援室

自立支援協議会を設立し、現状の課題抽出と解決方策の検討
を進めました。また、障害者の相談に対応するため、事業委
託により障害者相談センター「なびっと」を設立し、障害者
の施設入所から地域生活への移行促進に資することができま
した。



89.0％
（Ｈ17年度）

95%
― ―
― ―

― 50%

１０３

１０４

１０５

・中堅職員を対象に研修を実施しました。

　「男女共同参画を推進するための課題と展望」

１０６

男女共同参画室

ｂ

分かりやすい構成にするよう検討が必
要です。

ｃ

・市管理職を対象にセクシュアル・ハラスメントや性的マイ
ノリティーについての研修会を開催しました。 ・継続的に研修会を開催することが必

要です。

性的マイノリ
ティーの人権尊
重の啓発

人権啓発室

妊婦健康診査受診率

ＤＶ防止法認知度

セクハラ防止対策をしている事業所の比率

市職員のＤＶ・セクハラ研修を受けた職員

ｂ

・人権学習、研修の題材に取り上げます。

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学習会に講師を派遣した
際、時事問題などに絡めて話題に取り上げ、参加者の啓発に
努めました。

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学習会に講師を派遣した
際、時事問題などに絡めて話題に取り上げ、参加者の啓発に
努めました。

・人権学習、研修の題材に取り上げるとと
もに、地域での学習会を支援します。 男女共同参画室

ｂ

・効果的な研修、学習が実施できるよ
う、啓発担当者の専門性を高める等、
資質の向上が必要です。

・リーフレット作成のための検討をしました。

・意識付けから行動に移せるよう、対
象者の性別・年代による適切なテーマ
設定をしていきます。

・効果的な研修、学習が実施できるよ
う、啓発担当者の専門性を高める等、
資質の向上が必要です。

・現基本計画ではこの問題が「その他の人権課題」の一つと
して例示されるにとどまっています。

・広報なばりの人権啓発シリーズ「きずな」12回中4回で、
男女共同参画をテーマとして記事を作成し市民啓発に努めま
した。

・基本計画のなかへ具体的に位置付け
られるよう、この人権課題の現状把握
に努めます。

・性的マイノリティーの啓発用リーフレッ
トを作成します。

・広報の人権啓発シリーズに取り上げま
す。

―3.7％
（Ｈ15．11）

性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ）の認知度

２７
男女の人権につ
いての認識の徹
底

人権尊重を促す
講座等の実施

・２００９年度に見直しを行う名張市人権
施策基本計画により、具体的な取組みを進
めます。２８

性的マイノリ
ティーの人権尊
重

人権問題に関す
る情報の提供と
啓発

・あらゆる人権と女性の人権を組み入れて
研修を開催します。女性の人権の推

進

人権啓発室



１０７

学校教育室

１０８ 申請書等の男女表記の実態を調査しました。

関係各室

１０９

人事研修室

c

学校教育室

１１０

人事研修室 c

学校教育室

性的マイノリティーについてのリーフレットを作成するため
検討をしました。

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学習会に講師を派遣した
際、時事問題などに絡めて話題に取り上げたが、専門性とい
う面では十分とは言えませんでした。

・啓発担当職員の専門性を高めるな
ど、資質の向上を図ります。

ｃ

・学校教育においては、県教育委員会の動
向を見極めていきます。

２８
性的マイノリ
ティーの人権尊
重

性的マイノリ
ティーの人権教
育の推進

２９
ドメスティッ
ク・バイオレン
ス対策の推進

・関係室と連携し、市職員や教職員に対し
てＤＶ研修会を年1回開催します。

・ドメスティック・バイオレンスについて
のリーフレットを作成します。

ＤＶ法を交えながらＤＶについてどういっ
たものかといったことや犯罪であることの
認識を促すためのものを作成します。（一
般市民・市職員・教職員）

性的マイノリティーの人権尊重のために、
申請書等の男女表記のあり方検討のため実
態調査を実施します。

・性的マイノリティーについてのリーフ
レットを作成します。

近年の情報化や国際化等による社会の変化
に伴い、様々な人権問題のなかで、性同一
性障害や異性愛外の人権が社会の課題と
なっていることから、誰もが自分らしく生
きられる社会であるためのリーフレットを
作成します。

・性的マイノリティーに対する偏見に基づ
く人権侵害が、新たな人権課題となってい
ることを、公民館等における人権学習会で
取り上げます。

性的マイノリ
ティーについて
の研修

性別表記の検討

・リーフレットの作成やＤＶについての研修会の開催ができ
ませんでした。

・ＤＶ法等が整備されていても認識が
低いことから身近なものに感じてもら
えるような研修会の開催に努めます。ＤＶへの意識啓発

ｃ

システムを変えるには課題が多く検討
をしていきます。

誰にでも分かるようなリーフレットの
構成が必要です。



１１１

・DVネットワーク化について検討をしました。

子育て支援室

健康福祉政策室

１１２ ・相談機能を充実します。 ・相談機能を充実させています。

被害者支援

１１３ ・リーフレットを作成します。

１１４ 情報の提供に努めます。

１１５

・方針、規則設置の検討をします。

ａ

・相談員の技術の向上は欠かせないことか
ら事例検討会や研修の機会の確保に努めま
す。

・総合福祉センター「ふれあい」女性相談
室での離婚やＤＶ等様々な相談に的確に応
じられる体制の充実に向けて相談員の専門
性の保持、他機関との緊密な連携に努めま
す。

市職員へのセク
ハラについての
研修・相談窓口

２９
ドメスティッ
ク・バイオレン
ス対策の推進

３０
セクシュアル・
ハラスメント、
ストーカー対策
等の推進

関係機関との連携

ｂ

a

a

ｃ

・相談員の技術向上のため県、女性相談所などが実施する事
例検討会や研修会に参加しました。

・児童虐待との関連性が強いことから子育
て支援室との協議のもとにネットワーク化
を図ります。

・児童虐待との関連性が強いことから子育て支援室など関係
機関とのケース会議を開催し充実した体制を確保していま
す。

・DVネットワークの設立に向けて具体的な
検討を進めます。

・関係機関との更なる充実を図りま
す。

・体制の充実に向けて相談員の専門性の保持、他機関との緊
密な連携に努めました。

・更なる技術向上への充実を図りま
す。

セクハラについ
ての広報・啓発

セクハラについ
ての対応策

男女共同参画室

男女共同参画室 ・リーフレット作成のため調査検討をしました。
セクシュアルハラスメントについての
認識を深める為の分かりやすいリーフ
レットを作成します。

・教育・保育・医療機関におけるセクシュ
アル・ハラスメント防止のために児童・生
徒への性の大切さの学習の機会を与えま
す。

雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメ
ント防止の為に啓発を進めます。

セクシュアル・ハラスメントについて防止マニュアル作成に
向けて調査検討をしました。

男女共同参画室

職場においては、各職場に相談担当者を設
置しているが、その他に労働局雇用均等室
が相談・問い合わせ、調停の申請ができる
ことの情報提供をしていきます。地域にお
いては市の相談室で受付専門的なことは労
働局雇用均等室へと情報を提供していきま
す。

・セクシュアル・ハラスメントについて、
防止マニュアルを作成します。

・セクハラ防止のための研修会を年１回実
施します。

・市職員へ相談窓口の周知、案内をしま
す。

・セクハラ防止マニュアル設置の検討をし
ます。

・次年度以降、セクシュアル・ハラス
メントに関する研修等の定期的な開催
や、情報発信などにより、セクシュア
ル・ハラスメント防止の要綱及び指針
の実効性を確保します。

人事研修室

・職員のセクシュアル・ハラスメントに係る外部の専門相談
員を設置しました。

・名張市安全衛生委員会にセクシュアル・ハラスメントの相
談窓口機能を追加しました。

・時事課題研修との機会において、セクシュアル・ハラスメ
ント防止の研修を実施しました。

・「名張市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要
綱」及び「名張市セクシュアル・ハラスメント防止指針」を
策定、施行しました。



１１６

１１７ リーフレット作成のための資料収集や調査をしました。

ｃ

１１８ ホームページに掲載しています。

１１９

・健康ガイドブックの作成 男女共同参画室

・名張バリバリ体操の普及

・健康づくり保健委員活動の推進 ・名張バリバリ体操の普及に努めました。

・健康づくり隊の養成・活動支援 ・健康づくり保健委員活動の推進に努めました。

・地区保健福祉センターの整備 ・健康づくり隊の養成・活動支援に努めました。

・夢づくり広場の整備促進 ・地区保健福祉センターが整備されました。

・夢づくり広場の整備促進に努めました。

１２０

健康支援室

１２１

スポーツ振興室 ・駅伝大会は荒天により中止しました。

ａ

ｃ

ｂ

メディアを活用をしながら情報提供し
ていきます。

分かりやすい構成にするよう検討が必
要です。

・各小中学校の校務分掌へのセクハラ
相談の位置づけを、現状を十分に踏ま
えながら進めていく必要があります。

ａ

・学校体育施設開放事業への利用促進をし
ます。

・マラソン大会種目に、ジョギング、ウォーキングを入れることにより幼児か

ら高齢者までの参加がありました。（431名の参加）

・健康展とともに、体育フェスティバルを実施しました。
（体育・健康フェスタ延べ2,552名参加）

・体育指導委員中心にウォーキングマップを活用し、ウォー
キング会を実施しました。（3回120名の参加）

・多くの団体に学校体育施設を利用していただきました。
（23校205団体延べ141,141名）

・マラソン大会、駅伝大会、体育フェス
ティバル等を開催します。

・総合型地域スポーツクラブ活動への支援
をします。

・ウォーキングマップ活用の啓発・支援及
び事業を実施します。

３０
セクシュアル・
ハラスメント、
ストーカー対策
等の推進

教育現場のセク
ハラ防止

・管理職、中堅教員等指導的立場にある教
員の意識改革のための研修を年１回実施し
ます。

ストーカー、性
犯罪等の意識啓
発

・ストーカー、性犯罪、売買春などについ
てリーフレットを作成します。
（５千枚）

・各小中学校の校務分掌へのセクハラ相談
の位置づけをします。（８校作成）

・管理職、中堅教員等指導的立場にある教員の意識改革のた
めの研修を年１回実施しました。

・ホームページなどを活用した積極的な情
報提供をします。

・ホームページなどを活用した積極的な情報提供をしまし
た。

ｂ

権利侵害につい
ての相談及び救
済

・人権侵害の相談、苦情に対応する制度の
情報提供・啓発をします。

男女共同参画室

３２
生涯にわたる心
身の健康保持・
増進

健康上の悩み相
談事業

３１
権利侵害につい
ての相談及び救
済の充実

学校教育室

男女共同参画室

・中学校・高校・公民館・大手スーパーな
どへ配布します。

男女の生涯を通
じた健康の保持

スポーツやサー
クル活動の促進

マラソン大会、駅伝大会、体育フェス
ティバル、ウォーキング会開催の周知
をより図ることにより、参加者の増加
を図ることで、スポーツに関心を持っ
ていただき、スポーツの日常化を図る
ことが課題です。

・健康相談を実施しました。（１２回） 相談来所者が少ない。

健康ガイドブックの作成について１４
地区別に取り組んでいきます。

・健康相談を実施します。（１２回）

・健康ガイドブックの作成は、2008年以降に取組みます。



１２２

学校教育室

健康支援室

農林振興室

・食生活相談を実施します（12回）

・食生活相談を１２回実施しました。

・量販店への青空市コーナーの設置ができました。

・消費者ニーズの的確な把握をします。 ・アンケート調査を行いました。

１２３ ・健康相談を実施します。（12回） ・健康相談を実施しました。（１２回） 相談来所者が少ない。

障害者支援室

１２４ ・健康相談を実施します。（12回） ・健康相談を実施しました。（12回） 相談来所者が少ない。

・パパ・ママ教室を開催します。（3回） 障害者支援室 ・パパ・ママ教室を開催しました。（3回）

・家庭訪問をします。（随時） ・育児相談や訪問を実施しました。

男女共同参画室

１２５ ・妊婦健診を実施します。 ・妊婦健診を実施しました。 特にありません。

・パパ・ママ教室を開催します。（3回） 男女共同参画室 ・パパ・ママ教室を開催しました。（3回）

１２６

市立病院

・女性外来の普及と充実に努めます。 地域医療室

・食育の体制づくりとして食生活改善推進協議会の育成支援
をしました。

・食に関する情報提供、啓発、教室として栄養教室を８回開
催しました。

市内全小中学校で保護者を対象に実施している給食試食会の
折に、１４校の小学校で食教育に係る指導を行いました。
（年間１回）

ｃ

ａ

・学校給食への野菜の配備システムを
進める必要があります。

ａ

・栄養教諭が配置及び兼務している学
校では、食に関する指導が大幅に進み
ましたが、全小中学校で全教職員で食
に関する指導を進める必要がありま
す。

・ファーマーズマーケットを2008年度中に立ち上げることを
進めました。

ｂ

ｂ

・周年を通じた消費者ニーズに見合った生
産体制を整備します。

・保護者を対象に実施している給食試食会の折に、食教

育に係る指導を行います。（年間1回）

・栄養教諭・食育担当が中心となり、食に関する指導を
進め、正しい食事の在り方や望ましい食習慣を身につ
け、子どもたちが自らの健康管理ができるよう授業を行

います。（年間１クラス3時間の食に関する指導）

・栄養教諭の配置された学校及び兼務校１０校において
１クラス年間３時間の食に関する授業及び給食指導、また、
個別の指導を進めました。また、すべての小中学校におい
て、食育担当者が食育の授業を進めました。

・食に関する情報提供、啓発、教室を開催
します。（栄養教室8回）

小児・産婦人科医
療等の充実

・地域医療機関の協力にて、小児・産婦人
科医療の充実を図ります。

・性差医療としての女性外来ではないが、女性医師による乳
腺疾患および直腸肛門疾患にかかる女性専門外来を月2回火
曜日に実施しました。

全国的な医師不足の中で地域の医療機
関との連携や協力が得られるよう調整
に努めます。

・ホームページなどを活用した積極的な情
報提供をします。

・ホームページや広報を通して、妊婦健診や各教室の情報提
供をしています。

うつ病や自殺防止

３２
生涯にわたる心
身の健康保持・
増進

・食育の体制づくりをします。（食生活改
善推進協議会の育成支援）

メンタルヘルス

・こころの相談窓口の充実を図り、相談内
容に応じて専門的な相談機関に繋げていけ
るよう関係機関とのネットワークを強化し
ます。

・量販店への青空市コーナーを設置しま
す。

・身近な相談者となれる人材を育成し相談
内容に応じて専門的な相談機関に繋げてい
けるよう関係行政機関、医療、専門機関と
のネットワークを強化します。

性と生殖に関する
健康・権利の意識
啓発

３３
性と生殖に関す
る健康・権利の
確保

食育の普及・促
進



１２７

・健康教育を実施します。〔随時〕

健康支援室

男女共同参画室

１２８

学校教育室

１２９ ・健康教育を実施します。（随時） ・継続的に実施したい。

性感染症等の予防 学校教育室

１３０ ・実施できませんでした。

学校教育室

・生涯を通じた女性の健康支援事業として、講演会を実施
し、82名が参加しました。

ｄ

・性教育については、多様な考え方が
あり、保護者にも発信し、広く意見を
求めていく必要があります。

ａ

・性教育及びＨＩＶ／エイズ教育を推進し
ます。

男女共同参画室や市民活動団体と連携や協
力のもと、広報での啓発や研修会を実施し
ます。

健康教育・性教
育及びＨＩＶ／
エイズ教育の推
進

・年度始めの「性教育年間指導計画」の目
標の確認と、指導計画における、エイズ等
に関わる教育の位置づけの確認を行いま
す。

・エイズ等に関わる授業実践の評価及び反
省を行い授業内容の改善を行います。

「名張市健康なばり２１計画」に基づき、
市民の健康づくりを支援するための環境、
しくみづくりを総合的に推進します。

３４
性教育と性感染
症及びエイズ教
育の推進

・収集された情報を有効活用していく
手だてが必要です。

市職員や教職員
への啓発・研修

・学校教育室と連携し、市職員や教職員に
対して、性に関する啓発・研修を年1回実
施します。

・次年度以降実施できるよう学校教育
室との連携を強化します。

・性教育やエイズ等に係わる教育につ
いて、学校間において差が見られるの
で、取り組みが遅れている学校につい
ては、進めていけるよう支援していく
必要があります。

・生涯を通じ女性の健康支援事業として、講演会を実施し、
82名が参加しました。

・研修用として、提供できる教材について情報収集を行いま
した。

・エイズ等に関わる教育を、保健体育科や人権教育の視点か
らも取り組むことができました。

性教育のあり方

感染症（性感染症）等に関する情報や指導
に関しては、各関係機関との連絡調整を行
い、啓発と予防指導を行います。特に性感
染や薬物等の教育や啓発については、男女
共同参画室や学校との連携により推進しま
す。

ｂ

・年度始めの「性教育年間指導計画」の立
案の際、性教育の指導内容について、教職
員の共通理解を図るとともに、年度末に
「性教育年間指導計画」評価と改善を行い
ます。

・代表者会等を活用し、性教育にかかる情
報の共有化を図ります。

・各学校が、性教育について共通理解を図ると共に、年間指
導計画に基づき指導評価を行い改善に努めてきました。

・学校保健会において、性教育に係わる研修を行い指導の向
上を図ることができました。

ｂ



１３１ 手引書作成のための委員会を設立します。 手引書の作成に取り組みます。

各室

１３２

※月1回実施

※年1回（延べ90店舗）実施

※月延べ30店舗実施

○広報紙等での啓発活動を実施します。

１３３ 意識付けのため啓発をしていきます。

男女共同参画室

ｂ

１３４

・適正な情報の取捨選択を啓発します。

（生涯学習・青少年室）

男女共同参画室

市の広報対話室との協議のなかで男女共同参画社会づくりに
ふさわしい表現となるよう検討会をもちました。

市の発行する刊行物等について、男女共同参画の視点に立っ
た表現を促進するための手引書の作成に着手するため検討会
を立上げ検討しました。

・名張市青少年育成市民会議等と協同で、各種取組みを行
い、市内の環境浄化につながりました。（悪書回収　月1回
回収図書総数1875〔内有害図書1252点〕　有害環境一掃大作
戦　7／5　巡回店舗数　89店舗）

・補導センター補導員による市内店舗等に対する指導を行い
環境浄化につながりました。（１班又は２班　週5回　1回に
つき1～3店舗）

・広報誌への広報により、市民の意識高揚につながりまし
た。（7月）

ｂ

生涯学習・青少年
室

○名張市青少年育成市民会議と協働した事
業を推進します。

・市内近鉄4駅に設置の有害図書回収箱か
らの悪書回収事業を実施します。

環境の浄化

３５
男女の人権を尊
重した表現の浸
透 ・市内のコンビニ・大型店舗等に対し、青

少年の健全育成の協力依頼を行う有害環境
一掃大作戦事業を実施します。

○補導センター補導員による市内大型店舗
等に対する青少年健全育成の協力依頼活動
を実施します。

市の刊行物の表現の統一化とその徹底をし
ます。

３６
市民のメディ
ア・リテラシー
（情報識別・選
択能力）を高め
る取組み

メディア・リテ
ラシー教育の推
進

・コンピューター活用検討委員会を開催し
ます。年3回開催　　（学校教育室）

・市民、事業者、地域に向けての広報等で
の啓発をします。

市の広報紙などやその他のマスメディアが
人々の意識形成に与える影響はきわめて大
きいことから男女共同参画社会づくりにふ
さわしい表現となるよう点検します。

メディア・リテラシーに関する図書や資
料、ジェンダー問題に関するビデオなどの
収集・提供をします。

メディア・リテ
ラシーの情報提
供

生涯学習・青少年
室

・コンピューター活用検討委員会を開催しました。
年3回開催　　　（学校教育室）

・市内小中学校において、児童生徒に対し、情報教育を実施
しました。

・市内各小中学校のホームページ更新の積極的活用を指導し
ました。

市内小中学校教員のメディア・リテラ
シーを高める取組みをさらに進める必
要があります。

ｂ

ａ

全市的な取り組みとなるように、広
報・啓発に力を入れる必要がありま
す。

市の印刷物等の
配慮

市の発行する刊行物等について、男女共同
参画の視点に立った表現を促進するための
手引書の作成に着手する検討委員会を立ち
上げます。

名張市男女共同参画推進施策検討会議を中
心に検討を加えます。



― 5
― 確保

１３５ ○　管理職を対象とした職員研修を実施しました。

「男女共同参画の推進にかかる課題について」

　　　① ワーク・ライフバランス　

　　　② セクシュアル・ハラスメント防止対策　

　　　③ 性的マイノリティー

１３６　　　　

テーマ　「男女共同参画を推進するための課題と展望」

　講　　師　　石阪督規氏（三重大准教授）

　参加人数　　50名

１３７

相談・苦情処理制度を利用した人数

３７
市の推進体制の
確立と率先実行

男女共同参画拠点機能の整備

男女共同参画室

男女共同参画室

男女共同参画室
による総合調整

・実施計画書に沿った事業を進めるにあたり、評価制度によ
り各部署に実行性を高める取り組みを促します。

基本計画に基づく具体的な実施計画を作成
し、施策の実効性を高めるとともに、適切
な進行管理に努めます。

「庁議」、「主管室長会議」、「推進施策
検討会議」を通じて、事業推進の総合調整
を図り、関係機関との連携を図りながら事
業を推進していきます。

事業を推進するため事業評価調書に対
しての意見などを踏まえ職員の意識啓
発など更なる取り組みをしていきま
す。

ｃ

ｃ

「名張市男女共同参画推進施策検討会議」の担当者や中間職
員を対象とした研修を実施しました。

○　名張市男女共同参画基本計画書に沿った事業を推進する
ため各部署に計画書の作成を依頼、「事業実施計画書」を作
成し事業の推進を図るよう促しました。

庁内の推進体制
の確立

各部の政策室長からなる「主管室長会議」
において、男女共同参画推進責任者（リー
ダー）としての責任を自覚し、活動しても
らう為の研修の機会を設けるとともに、全
庁上げて男女共同参画推進に取り組む体制
の確立に努めます。「庁議」において男女
共同参画施策の推進状況の把握や課題検討
の場として機能強化を図ります。庁内関係
部室の連携により、横断的に施策を推進す
るための「庁議」や「主管室長会議」を通
じて男女共同参画推進本部としての機能強
化を図ります。

・「主管室長会議」及び「庁議」における
定期的な男女共同参画施策推進に関する協
議・検討を行います。

・検討会議の開催と「男女共同参画推進
員」の委嘱をします。

庁内の関係室の職員を持って組織している
「名張市男女共同参画推進施策検討会議」
の機能強化を図るための研修や、定期的な
会議の開催を通じ、基本計画の円滑な推進
の原動力となる人材の育成を図り、また、
庁内における「男女共同参画推進員」とし
ての活動を要請していきます。

名張市男女共同
参画推進施策検
討会議による調
査・研究

総合企画政策室

人材の育成を図る為の研修を継続的に
実施していきます。

ｂ

「庁議」「主管室長会議」「推進施策
検討会議」の構築をします。



１３８

１３９

１４０

１４１

人事研修室

１４２

まちづくり推進室 　「気持ちよくみんなで、家事・子育て！」／「料理教室」

・男女共同参画週間啓発事業を実施しました。

ネットワーク会議会員と大手スーパーへティッシュの配布

・男女共同参画フォーラムを共催で開催しました。

・男女共同参画フォーラムの共同主催

・リーダー育成の研修会の実施

・男女共同参画センター確保の研究 　　　　　公開講座1回・エンパワーメント講座5回

・ネットワーク会議への委託事業実施
テーマ・・・・男性の子育てへの関わりと料理教室

・市長（８／３）及び市議会議員（２／１５）と「名張男女
共同参画推進ネットワーク会議」との懇談会を実施しまし
た。

・女性のためのパワーアップ塾を実施、人材育成に努めまし
た。　　参加人数41人

３７
市の推進体制の
確立と率先実行

３８
市民等への活動
支援と市民活動
団体等との連携

「名張男女共同参画推進ネットワーク会
議」や市民活動団体（NPO）等の協働・連
携によるまちづくりを推進します。

・男女共同参画週間（男女共同参画を考え
る日）啓発事業の実施

・市長及び市議会議員と「名張男女共同参
画推進ネットワーク会議」との懇談会の実
施

・管理職を対象に「ワーク・ライフバランス」について時事
研修として実施しました。 ・育児短時間勤務制度導入の目的等に

ついて、周知徹底を図ることにより、
職場の理解を深め、対象職員が育児短
時間勤務制度を取得しやすい職場環境
の整備を図る必要があります。

講演「人生100年全ての人に居場所と出番」
講師　樋口恵子

実施計画により、評価制度の確立と市民への公表を視野に入
れ計画の実効性を高めるためのシステム作りを研究しまし
た。

・セクシュアル・ハラスメントのない快適な職場環境の創出
を目的に「名張市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関
する要綱」及び「名張市セクシュアル・ハラスメント防止指
針」を策定し、2008年4月1日に施行しました。

2007年度7月の定期人事異動において、10名（行政職4名、保
育職6名）の女性職員の管理職登用を行いました。

・育児短時間勤務制度を導入し、育児を行う職員の職業生活
と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備を図りま
した。

ａ

ｂ

更なる連携を深め事業を推進していき
ます。

・「名張市セクシュアル・ハラスメン
トの防止等に関する要綱」等の趣旨徹
底を図り、併せて研修等によりセク
シュアル・ハラスメントの未然防止に
努める必要があります。

ｂ

基本計画策定後の審議会の機能強化に努め
るため、施策の評価、提言などを行う審議
会の定期的な開催を図ります。年3回以上
の開催を目標とします。

計画の実効性

市の率先実行
（再掲）

・モデル事業所づくりの取組みをします。

・女性の管理職登用状況や育児休業取得状
況等を公開します。

名張市男女共同
参画推進審議会

基本計画に基づき、具体的な事業の推進を
明らかにした実施計画により、評価制度の
確立と、市民への公表も視野に入れた計画
の実効性を高めるシステムを構築します。

「名張男女共同
参画推進ネット
ワーク会議」等
との連携

市役所が率先して男女共同参画の索引者と
なるよう、職員の意識改革や職場環境の改
善に取り組む指針となる手引書を作成しま
す。

男女共同参画室

男女共同参画室
手引書の作成

・ワーク・ライフ・バランスの推進に努め
ます。

・市の方針決定過程への女性参画促進（女
性の管理職の登用）、快適な職場環境を創
造する意味において、雇用機会均等法の改
正に合致したセクハラ対策を講じるよう働
きかけます。

ｂ

更なる実効性を高める取り組みを研究
します。

男女共同参画室

手引書の作成に取り組みます。

定期的な審議会が開催できるよう努め
ます。

ｃ手引書作成のため、調査検討をしました。

基本計画に沿った実施計画書策定に時間を費やしたため審議
会の開催が１回となりました。実施計画書に対しご意見等を
いただきました。



１４３

・人材育成講座の実施　全5回 男女共同参画室 ・人材育成講座を開催しました。　

・人材バンクシステムの構築 　　　女性のためのパワーアップ塾　　

　　　公開講座を含めて６回　　参加人数41名

１４４ 拠点機能の調査、研究をします。 拠点機能の調査、研究をしました。

男女共同参画室

１４５

男女共同参画室

１４６

総合窓口センター

人権啓発室

子育て支援室

１４７ ・ホームページに掲載しています。

男女共同参画室

１４８ ・ホームページに掲載しています。

男女共同参画室

人材育成と人材
データーバンク
の作成・活用

３９
男女共同参画拠
点機能の充実

人材育成事業の推進を図り、人材バンクを
立ち上げます。

３８
市民等への活動
支援と市民活動
団体等との連携

男女共同参画拠
点機能の整備

ｂ

総合福祉センター「ふれあい」２Ｆ女性相談室での、離婚や
ＤＶ等様々な相談に的確に応じられる体制の充実に向けて相
談員の専門性の確保、他機関との緊密な連携に努めました。

ＤＶ被害者におけるＰＴＳＤへの専門
のカウンセリングを受けるところが近
隣にないことや安価な住居の確保が困
難なことが課題です。

・女性相談窓口については現在の形を
更に充実させていきます。

・相談しやすい環境づくりや成果を上
げる為各種相談業務との連携、効率化
を図っていきます。

ｂ

ｃ

児童虐待との関連性が強いことから子育て支援室他関係機関
との連携を密にしながら充実に努めました。

・ネットワーク会議等と連携し、先進地視察や拠点機能設置
に向けての検討をしました。

・人材育成事業の推進を図ると共に、人材バンクを立ち上げ
るための検討をしました。

・各種相談業務の実施状況・体制を調査しました。

センター機能を充実させるため研究検
討を重ねます。

ｃ

あらゆる機会を通じて情報の提供をし
つつＰＲに努めていきます。

講座への参加を様々な広報により働き
かけるとともに人材バンクへの登録を
呼びかけます。

あらゆる機会を通じて情報の提供をし
つつＰＲに努めていきます。

ａ

・ネットワーク会議等と連携し、拠点機能
設置に向けての具体的研究を進めます。先
進地視察や、検討委員会の立上げを行いセ
ンター機能の構築を行います。

・既設施設の有効活用を図り、拠点施設整
備までの機能確保を図ります。

人材育成講座の修了生の登録推進と広く市
民へ登録を働きかけます。

総合的相談窓口
の設置

・児童虐待との関連性が強いことから子育
て支援室との協議のもとにネットワーク化
を図ります。

女性相談の充実

４０
男女共同参画に
関する相談・苦
情への対応 名張市男女共同参画推進条例に基づく相

談・苦情処理制度について、市民へのPRに
努め、この制度が有効に機能するような方
策を講じます。

相談・苦情処理
制度の定着 ・広報等を活用しての啓発を行うほか、イ

ベントの機会を利用してのPRに努めます。

各種相談が各室それぞれで実施されている
が、重複の部分等入り乱れ、市民にとって
分かりにくい状況にあることから、現状把
握を含め相談窓口のあり方を検討します。

相談・苦情処理制度の定着に向けての啓発
を進める一方、制度が有効に機能するため
の第三者的な立場で調査を行う専門員の存
在についても、その意義等を十分に市民に
対して啓発していきます。

・DVネットワークの設立に向けて具体的な
検討を進めます。

男女共同参画専
門員による調査

・総合福祉センター「ふれあい」２F女性
相談室での、離婚やDV等、様々な相談に的
確に応じられる体制の充実に向けて、相談
員の専門性の確保、他機関との緊密な連携
に努めます。

ｂ



名 張 市 男 女 共 同 参 画 計 画 体 系  
 
目  標      男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現  
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１
．
男
女
共
同
参
画
意
識
の
確
立 

①社会における制度・

慣行の見直しと意識づ

くり  

②あらゆる教育の機会

における男女共同参画

への理解  

③国際的視野での協調 

１ 意 識 啓 発 の 推 進  

２ 家 庭 ・ 地 域 社 会 に お け る 慣 行 等 の 見 直 し  

３ 職 場 に お け る 制 度 ・ 慣 行 等 の 見 直 し  

４ 固 定 的 役 割 分 担 意 識 の 見 直 し  

５ 学 校 ・ 幼 稚 園 ・ 保 育 所 等 に お け る 教 育 の 推 進  

６ ． 家 庭 ・ 地 域 社 会 に お け る 教 育 ・ 学 習 機 会 の 提 供  

７ ． 事 業 所 ・ 市 民 活 動 団 体 等 に 対 す る 学 習 機 会 の 提 供  

８ ． 生 涯 学 習 の 充 実  

９ ． 国 際 的 視 野 に 立 っ た 男 女 共 同 参 画 の 推 進  

10． 国 際 交 流 及 び 市 内 の 外 国 人 と の 協 調  

Ⅱ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

④政策等の立案及び決

定への男女共同参画の

推進  

11 ． 市 の 政 策 方 針 決 定 過 程 へ の 女 性 の 参 画 推 進  

12． 事 業 所 ・ 市 民 活 動 団 体 ・ 地 域 組 織 に お け る 積 極 的 改

善 措 置 の 普 及 ・ 促 進  

13． 男 女 共 同 参 画 に 向 け た 人 材 発 掘 と 育 成  

⑤家庭・地域における

男女共同参画の推進  
14． 家 庭 生 活 に お け る 男 女 共 同 参 画 の 推 進  

15． 地 域 社 会 に お け る 男 女 共 同 参 画 の 推 進  

⑥ 働く場における男

女共同参画の推進  
16． 職 場 に お け る 男 女 平 等 と 雇 用 機 会 均 等 の 促 進  

17． 農 林 業 や 自 営 業 者 等 へ の 支 援  

18． 女 性 の 就 労 ・ 能 力 開 発 の た め の 支 援  

19． 働 き 方 の 見 直 し の 促 進  



名 張 市 男 女 共 同 参 画 計 画 体 系  
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Ⅲ
家
庭
生
活
と
社
会
活
動
の
両
立
支
援 

⑦次世代の育成  

⑧男女共同参画を進め

る環境の整備 

20． 安 心 し て 子 ど も を 産 み 、 育 て ら れ る 医 療 ・ 保 育 ・ 育

児 環 境 の 整 備  

21． 一 人 親 家 庭 が 安 心 し て 暮 ら せ る 環 境 の 整 備  

22． 地 域 で 子 ど も を 育 て る 環 境 づ く り  

23． 仕 事 と 家 庭 生 活 ・ 地 域 生 活 を 両 立 す る た め の 職 場 環

境 の 整 備  

24． 男 女 共 同 参 画 に よ る 地 域 福 祉 の 推 進  

25． 高 齢 社 会 に 対 応 し た 介 護 ・ 看 護 環 境 の 整 備  

26． 障 害 者 の 生 活 安 定 と 自 立 支 援  

Ⅳ
男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
環
境
づ
く
り 

⑨男女の人権の尊重 27． 男 女 の 人 権 に つ い て の 認 識 の 徹 底  

28． 性 的 マ イ ノ リ テ ィ ー の 人 権 尊 重  

29． ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ レ ン ス 対 策 の 推 進  ⑩ＤＶ・セクハラ等あ

らゆる暴力の根絶  
30． セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 、 ス ト ー カ ー 対 策 等 の

推 進  

31． 権 利 侵 害 に つ い て の 相 談 及 び 救 済 の 充 実  

⑪男女の生涯にわたる

健康の確保 
32． 生 涯 に わ た る 心 身 の 健 康 保 持 ・ 増 進  

33． 性 と 生 殖 に 関 す る 健 康 ・ 権 利 の 確 保  

34． 性 教 育 と 性 感 染 症 及 び エ イ ズ 教 育 の 推 進  

35． 男 女 の 人 権 を 尊 重 し た 表 現 の 浸 透  ⑫男女共同参画の視点

でのメディアにおける

人権の尊重 36． 市 民 へ の メ デ ィ ア ・ リ テ ラ シ ー を 高 め る 取 り 組 み  
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Ⅳ
計
画
の
推
進 

37． 市 の 推 進 体 制 の 確 立 と 率 先 実 行  

38． 市 民 等 へ の 活 動 支 援 と 市 民 活 動 団 体 等 と の 連 携  

39． 男 女 共 同 参 画 拠 点 機 能 の 充 実  

40． 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 相 談 ・ 苦 情 へ の 対 応  


